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平成２３年第２回幸田町議会定例会会議録（第４号） 
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○議長（池田久男君） 皆さん、おはようございます。 
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   早朝より、御審議、御苦労さまです。 

   ここで、お諮りをいたします。 

   ただいまの出席議員は１６名であります。定足数に達しておりますから、これより本

日の会議を開きます。 

                             開議 午前 ９時００分 

○議長（池田久男君） ここで、総務部長から発言の申し出がありましたので、発言を許し

ます。 

   総務部長。 

〔総務部長 伊澤伸一君 登壇〕 

○総務部長（伊澤伸一君） 議長のお許しをいただきましたので、報告をいたします。 

  議案質疑通告に際し要求のありました資料を、本日、お手元に印刷配付いたしましたの

で、よろしくお願いいたします。 

〔総務部長 伊澤伸一君 降壇〕 

○議長（池田久男君） 本日、説明のため出席を求めた理事者は、前回同様１５名でありま

す。 

   議事日程は、お手元に印刷配付のとおりでありますから、御了承願います。 

────────────────────────────── 

  日程第１ 

○議長（池田久男君） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。 

   会議規則第１２０条の規定により、本日の会議録署名議員を、９番 水野千代子君、

１０番 夏目一成君の御両名を指名いたします。 

──────────────○─────────────── 

  日程第２ 

○議長（池田久男君） 日程第２、第２７号議案から第３１号議案までの５件を一括議題と

いたします。 

   説明は終わっておりますので、これより質疑を行います。 

   質疑の方法は、議案番号順に従い、通告順といたします。 

   発言は、会議規則第５５条及び第５６条の規定により、１議題につき１人１５分以内

とし、質疑の回数制限は行いません。 

   理事者の答弁時間の制限はありませんが、議員の発言時間制限にかんがみ、簡明なる

答弁をお願いいたします。 

   まず、２７号議案の質疑を行います。 

   １５番、大嶽 弘君の質疑を許します。 

   １５番、大嶽君。 

○15番（大嶽 弘君） 最初に、この議案の提案理由でございますが、国家公務員の育児休

業等に関する法律の一部改正による一部改正ということでありますが、この提案理由に

ついて、地方公務員の育児休業等に関する法律というのも改正されておるわけでありま

す。 

   町としては、どうして国家公務員の育児休業改正というものを導入して、提案理由に
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しているのか。 

   それから、（２）としまして、非常勤職員の定義というものがよく理解できないわけ

でありますが、勝手に想像していてはいけないと思いますので、そのあたりを明確に答

弁をしていただきたいということが２点目。 

   それから、３点目に、条例改正をするということは、本町独自にいろいろなものを織

り込んでいくというものがやっぱりあってしかるべきであると考えます。そのために、

今回の育児休業に対して、例えばこの本旨は一体何かというものを考えてみますと、育

児休業というものは、やっぱりもともとは男女平等とか、子育て支援とか、それから育

児休業後の優秀な人材を継続して確保していくというようないろいろな要素があると思

います。そういうようなものを織り込んだ幸田町独自のものを検討されたかどうか、そ

のようなものがありましたら説明をいただきたいというのが説明を求める理由でありま

す。 

   以上です。 

○議長（池田久男君） 総務部長。 

○総務部長（伊澤伸一君） まず、最初の国家公務員の育児休業等に関する法律改正という

提案理由に関する部分でございます。 

   今回、御提案をさせていただいております法律につきましては、国家公務員の育児休

業等に関する法律等の一部を改正する法律として、この法律の中で三つの法律が一緒に

改正をされております。 

   そのうちの一つが、地方公務員の育児休業等に関する法律でございまして、したがい

まして今回私どもが提案をさせていただいたのは、この三つの法律を法にした法律名で

提案をさせていただいておりますので、若干わかりにくくなっておりますけれども、中

身につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律の改正部分を条例改正でお願

いをしておるものでございます。 

   ２点目といたしまして、非常勤職員の定義を明確にということでございます。 

   まず、この条例で言いますところの非常勤職員と申しますのは、地方公務員法第１７

条の規定に基づく選考試験等を行って採用される、そういう職員になってまいります。 

   私どもで申しております非常勤職員というのは、地方公務員法第２２条の規定に基づ

く本当に臨時的な職員ということで採用しておるもので、この扱いが、若干、同じ非常

勤職員と申しておりますので、わかりにくいところがあるわけでございますが、法律の

適用としては、私どもは選考試験を必ずしも要しない職員ということで採用させていた

だいておるということで、違いがあるということでございます。 

   それから、本町独自の施策ということでございますが、私どもはこの法の範囲内での

対応で考えております。 

   確かにおっしゃられるように、子育て支援という点では、いろんな考え方があろうか

と思いますけれども、法の想定をしておる、その範囲内で対応をしてまいりたいという

ふうに思っております。 

○議長（池田久男君） １５番、大嶽君。 

○15番（大嶽 弘君） 最初の国家公務員云々でありますが、国家公務員法地方公務員とい
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うのは、やっぱり平等・対等であると考えておりますが、こういうところに持ってきて

地方公務員、例えば括弧書きにしましても、入れたほうが、何か地方のやっぱり自負心

というか、そういうものが生まれてくるのではないかというふうなことも考えられます。 

   それから、例の非常勤職員というものが、今の説明でありますと、試験採用が区分の

一番明確性、試験で採用した人、試験で採用しない人の区分というふうに聞き取りまし

たが、例えばそういう中身は全然別としまして、試験なしで採用すれば、該当なしで、

こういう育児休業が受けられなくなってしまうというような感じになってしまうのかな

というふうに思いますが、具体的に私、どんなものがあるのかなと考えておったんです

が、実際のところよくわかりません。 

   例えば、電算システムを１年間かけてシステムを改正しようというようなときに、試

験採用で優秀な人材を集めて、１年間採用期限だよと言って試験採用で登用したと。そ

ういう人をここで言う非常勤職員と言うのか、それとも大きな大規模事業をやるのにち

ょうど１年ぐらいかかると。その設計監理、工事、監督を行うために、１年間期限限定

で九州でも北海道でもどこでもいいんですが、優秀な人がいるといううわさを聞いて、

そういう人をあちこちから集めてきて試験をして採用をするというようなことになるの

かなと思うんですが、そうすると育児休業というのは女性も男性もあると言えば、それ

まででありますが、今回、東京のほうでこういう大きな改正をして全国に流したという

ことでありますが、相当数なくてもこういう改正をするのか、よくわかりませんが、頭

に描けるような、この非常勤職員というのはどういうものかというのをお持ちであれば、

説明をいただきたいと思います。 

○議長（池田久男君） 総務部長。 

○総務部長（伊澤伸一君） まず、提案理由の関係でございます。 

   こちらにつきましては、私ども法律の改正を受けて条例の改正をお願いをする案件に

つきましては、従前から国会で議決をされ、公布をされた、その法律名を用いさせてい

ただいております。その関係で、ずっと同じような扱いをしておりますので、今回につ

きましてもそのようにさせていただいたということでございますので、よろしくお願い

したいと思います。 

   また、２点目の採用のあり方でございます。 

   どういう職種の場合はこの該当になるのかということでございますけれども、私ども

の非常勤の職員の任用のあり方がどうであるかということで変わってくると思います。

一般職に準じて公募をし、かつ競争、あるいは一定の要件を満たすかどうかの選考、そ

れらを行う仕組みのもとで採用する職員であれば、これは第１７条の職員ということに

もなろうかと思いますけれども、いずれにいたしましても私どもは今のところ緊急性等

もあったりするものでもございますので、そういう職種等もありますので、今、私ども

は非常勤職員すべてについて地方公務員第２２条該当の職員という扱いをさせていただ

いておる、そういうところでございます。 

○議長（池田久男君） １５番、大嶽 弘君の質疑は終わりました。 

   次に、１４番、伊藤宗次君の質疑を許します。 

   １４番、伊藤君。 
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○14番（伊藤宗次君） まず、今回の育児休業については該当なしということですが、まず

その前提で、今回、ここで条例等で出されております非常勤というものの考え方の関係

で、この非常勤は地方公務員法の第３条の３項に該当をするのかどうか、その職員であ

るかどうかという問題であります。 

   それと、もう一つは、幸田町にはいろんな使い分けがあります。いわゆる常勤の一般

職、これはいいですわね。非常勤、嘱託職員、臨時職員、いろんな使い分けをされてい

るわけですが、その使い分けはなぜそういう使い分けをするのか。嘱託職員とは何を言

い、非常勤職員とは何を言い、臨時職員とは何なのか、その職務の実態について、まず

説明がいただきたい。 

○議長（池田久男君） 総務部長。 

○総務部長（伊澤伸一君） まず、地方公務員法第３条の関係であります。 

   嘱託職員につきましては、私どもは地方公務員法第３条の規定による特別職の職員と、

こういうことで扱っております。したがいまして、地方公務員法の適用を受ける職員で

はないという考え方でございます。 

   それから、非常勤職員につきましては、幸田町非常勤職員の給与等に関する取扱要綱

を定めさせていただいておるわけでございますけれども、一般職の非常勤職員として時

間給で支給をしております。 

   雇用期間につきましては、６カ月までで、１回について更新ができると、日々更新を

し、専門的な職種を除きますと、最長３年までの雇用期間となっております。 

   それと、臨時職員の関係でございますけれども、こちらにつきましては、私どもで言

うところの非常勤職員と同じ考え方でございますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（池田久男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 今の説明でいきますと、法による身分は、取扱要綱の第２条、ここ

に嘱託という規定があります。その身分は地公法の第３条３項３号に該当する特別職の

職員の非常勤の嘱託員とすると、こういうことですよね。 

   そのことによって、地公法上の扱いを逃れているかなというふうに思うわけですが、

そうしたことと、もう一つは、幸田町非常勤職員の雇用・給与等に関する取扱要綱とい

うのがございますよね。この要綱でいけば、第２条で「その範囲」というのがあります。

その第１号で、臨時の補助的な業務または肉体的もしくは機械的な労務に従事し、日々

雇用するもので、同一人を継続して雇用する必要がなく、日々交代があっても業務の遂

行に支障がないと認められる職に雇用する者を非常勤の職員とすると、こういうことで

すよね。 

   日々雇い入れて、その人があしたから来んでもいいよというふうに言われても、業務

に何ら支障がないと、こういう取扱要綱ということですが、資料として出されておりま

す。その資料の中で、具体的にはどういうところにはまるの。 

   この資料でいきますと、嘱託員は地方公務員法の第３条３項３号だと、これは区分け

してある。その下の地方公務員法第２２条の第５項、こういうところでたくさんの職

務・職種がございます。雇用人数も、トータルで２０７人という大変大きな数。 

   こういう人たちを、あなたが言うところの取扱要綱でいけば、日々雇用して、あした



- 6 - 

から来なくてもいいよと言っても業務には支障がないよと、これがあなた方の取扱事務

要綱の中における位置づけですよ。しかし、出された資料からいけば、最長３年だと。

何でだと。こういうことですよね。 

   あなたの答弁する内容と取扱要綱事務要綱の内容と実態は全部ばらばらじゃないの。

どういう雇用形態と職務を遂行するに当たって人の体制を整えているのか、ここら辺は

きちっとわかるように説明がいただきたい。 

○議長（池田久男君） 総務部長。 

○総務部長（伊澤伸一君） この本日お配りをしました資料の中の非常勤職員ということで

まとめさせていただいております、いろんな職種がございます。こちらで採用させてい

ただいておる非常勤職員につきましては、その契約の中におきましても、日々契約行為

は更新をするんだというのが、それが条件の一つになっております。ということで、御

理解がいただきたいと思います。 

○議長（池田久男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 御理解いただけないから、こうやって質問しとるわけですよ。 

   あなた方の資料にもありますように、先ほど申し上げた、非常勤職員とは、その根拠

なるべき法律は、地方公務員法の第２２条の第５項だと、こういう規定ですよね、書い

てある、あなた方が出した資料に。 

   では、お聞きするけれども、その地方公務員法第２２条の第５項、これは第２２条と

いうのは、条件つき採用及び臨時的任用という法律の表題ですよね。５項についてはど

ういう規定になっておりますか、答弁がいただきたい。 

○議長（池田久男君） 総務部長。 

○総務部長（伊澤伸一君） 私どもは人事委員会を置かない市町村でございますので、議員

御指摘のように、第２２条は第５項が適用されます。その条文でございますが、「人事

委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者は緊急の場合又は臨時の職に関す

る場合においては、６月をこえない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合に

おいて、任命権者はその任用を６月をこえない期間で更新ができるが、再度更新するこ

とはできない」と、このようになっております。 

○議長（池田久男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 私はなぜこの問題をやるのか。それは、あなた方が議案の提案説明

の中で、「我が幸田町にはこの法律の改正に伴う条例改正によって該当する職員はござ

いませんよ」と、こういうことを言うわけだな。そういうことを言ったから、じゃあ実

態はどうなんだということで掘り下げておる。 

   今、部長が第２２条の第５項について説明がありました。そうしたときに、ではこれ

について昭和５３年６月２３日の最高裁の判例はどうなっておりますか。行政実例がご

ざいますよね。 

○議長（池田久男君） 総務部長。 

○総務部長（伊澤伸一君） 承知しておりません。 

○議長（池田久男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 承知しとったら、次はやけどするのは嫌だ、火だるまになっちゃう
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わけだ。 

   つまり、この第２２条の第５項にかかわる地方公務員法にかかわっては、最高裁の判

例では、条件つき採用制度の趣旨、目的は、職員の採用に当たって行われる競争試験ま

たは選考の方法がなお職務を遂行する能力を完全に実証するとはいいがたい。これにか

んがみて、試験または選考により一たん採用された職員の中に適格性を欠くものがある

ときは、その排除を容易にすること、要は、簡単に首が切れるよと、それをするために

職員の採用の適格性の度合いの実証に基づいて行うとの成績主義の貫徹にあると。 

   つまり、同制度の職員を正式採用する否かどうかを最終段階で選考する方法としてと

らえていることにかんがみれば、適格性の有無の判断について、職員採用に際しては、

任命権者により広い裁量権が与えられていると。それは、純然たる自由裁量ではないと。

分限事由に、それ自体にみずから制限があり、客観的に合理的な理由があって、社会通

念上、相当されるものと、こういうふうに理解をされるんだよと。判例ですから、いろ

いろ難しいことを言っとる。 

   しかし、その前段の中にあるように、ここにもありますように、６カ月を超える雇用

期間はやってはならんと。ただし、１回だけいいと、１回だけ許してやると。１回だけ

やるということは、６カ月プラス６プラスで１年。１年を最長期間として、それを超え

るものは違法ですよというのがまず第１点。 

   ここの資料にありますように、最長３年だ。みんなオール３年で、その合計が２０７

人。２０７人の人たちが幸田町の勝手な、我が法律なり、我が憲法なりという、そうい

うもとで非常勤の職員の身分保障がされずに、今回の条例改正でも「該当者なし」とし

て弾き飛ばしておる。 

   違反行為、憲法にも、あるいは法律にも違反するような扱いをして、最長３年だと。

後ろ見て、あと残り時間は何分だなんて見とらんでもいいわな。自分たちの誤りは誤り

として正さなあかんわ。 

   この第５項の行政実例は、あるいは判例は、最長１年を超えてなお雇用することを禁

じとるわけだ。なお、採用しようと思ったときには、正式採用しなければならんという

という義務規定ですよね。それはどういうふうにされとるんですか、実際の扱いとして

は。 

○議長（池田久男君） 総務部長。 

○総務部長（伊澤伸一君） ５３年９月の最高裁判例に基づく訴訟がどういう争点で訴えら

れて判決がなされたかというのも承知しておりませんので、細かいコメントはできる状

況にはございません。 

   ただ、おっしゃられるようなケース、お伺いした限りにおいては、欠員補充のような

正規職員の採用に際して、正規採用せずに期限つきの採用としたのではないかなという、

そういう可能性もあるかなと思って今お伺いをしておったわけでございますけれども、

こちらについては不明確でございますので、コメントというか、見解は控えさせていた

だきます。 

   私ども、おっしゃられるように、最長１年というのは、これはいずれにしましても第

２２条の第５項はそのように定めておるわけでございます。私どものの非常勤、最長３
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年と言っておりますけれども、実際にはもう３カ月単位での、単純に切るのではなくて、

おおむね３カ月の期間で更新をしまして、その後、また事業の必要性を見まして、次の

また非常勤の職員を探すときに、またその方が３年になるまでの間は繰り返し行ってい

くことができるという、この最大期限を言っておるのでございまして、私どもは、一応、

今おっしゃられる１年の期間を継続して雇用しておる、そういう職員ではないというこ

とで御理解がいただきたいと思います。 

○議長（池田久男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 理解できんから、ずっと言っとるわけです。 

   あなたの一番初めの答弁の中で、第２２条の第５項とは何ぞやということを朗読をし

ていただいた。その第５項の最後のほうに、任命権者はその任用を６カ月を超えない範

囲で更新することができる。つまり、あなたの答弁でいくと、３カ月ずつ空気を入れて、

また３カ月と、こういうことはできますよと。だがしかし、再度更新することはできな

いと。これは本文の規定ですよ。行政実例とか判例とか、あなた方はそう言ったときに

はすっと都合のいいように逃げるけれども、これは逃げようがないね。 

   第２２条の第５項において、再度更新することはできんよといったときに、じゃああ

なた方は何をやるのか。脱法行為の確信犯的答弁がされたわけだ。 

   我れのところは６カ月じゃなくて３カ月の細切れで採用して、細切れの間に１日か２

日か空気を入れるということは言ってへんけれども、言ってへんけれども、３カ月、３

カ月でやっとけば問題がないような言い方をする。３カ月であろうと、１カ月更新であ

ろうと、６カ月間を超えてはならないと。この言うのは、６カ月間継続しなければなら

ない、６カ月間の臨時的な雇用期間でなければいかんと。１カ月、１カ月でも、それが

実質的に継続された場合、最長で１年を超えてはいかんよと、こういう規定じゃないで

すか。脱法の確信犯としての見解を示していただきたい。 

○議長（池田久男君） 総務部長。 

○総務部長（伊澤伸一君） 脱法とおっしゃられるわけでございますけれども、私どもは現

在行っております扱いが法律の許容される範囲内だということで行っておりますので、

よろしくお願いをいたしたいと思います。 

   最長３年という扱いでございますけれども、こちらにつきましては、過去に雇用の機

会を多くの町民に与える必要があるではないかと、同じ者が何度か、何度か繰り返しと

いうか、一定期間あいて、また次にまた同じ方が３年以上やっていくというのは、町民

の中の雇用の機会均等が図られていないのではないかと、このような意見等もございま

して、それに倣いまして、３年を上限とさせていただいたものでございますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（池田久男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） ますますどんどんどんどん深みに入って、泥沼に入って、いよいよ

あんたここまで泥が来ちゃって、もうちょっといくと窒息死するぞ、そんなことを言っ

とると。 

   結局、３年に切ったのは私たちの行政の良心的な裁量ですよということなんですよね。

特定な人間が１年を超えて雇用され続けて、さらに３年を超えて雇用を続けると、町民
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に対して雇用の機会をなくしてしまう。特定な人間がずっと長く居座っちゃうのはいか

んから、雇用の機会を拡大するために、１年を超えて３年以内のところで切っとるんだ

と。そういうのを「毒を食らわば皿までも」と、悪いことは承知の上だ。悪いことは承

知の上だけれども、３年やっていた。その職務とは何ぞやと、職務の内容が出とるわけ

でしょう。いわゆる、下記以下の保育士という形で、保育士がずっとやっとる。 

   保育士というのは、日々変わっていったら、子供が情緒不安定になるわけだ。できれ

ば長くその子供と接触しながら、子供のいい点を伸ばし、悪い点を直していくという保

育としての資格を持ちながら、その資格を経験豊かに生かしていくと言ったら、一定の

期間が必要なんですよ。３年がいいとは言っとらん、１０年でも２０年でもいいんです

よ。その人の持つ特技・特性が保育という業務にふさわしいのだったら、それはやって

いかないかん。だけれども、ここでぽんと切っちゃうから、該当する職員はございませ

んという提案理由になっちゃう。だから、あなた方は悪の上にさらに悪を重ねて、もう

どっちみち逃げ切れんところにへ理屈・は理屈並べ立てて正当化しとるだけじゃないで

すか。 

   先ほど申し上げたとおり、第２２条第５項については、半年を超えてはならんけれど

も、１回だけ許してやるわと。その期間は最大１年ですよと。１年を越えたらどうする

のかと、正規採用しなさいというのが普通でしょう。 

   ここでいけば、正規採用すべき該当する職員は２０７人おるわけだ。そんなこと言っ

たら、幸田町の職員定数条例をはるかにオーバーするわけだ。今、若干すき間があるわ

な。すき間があるけれども、そのすき間どころか、２００人を超える正規職員を自主的

にあなた方がそうやって３年間脱法行為をやり、確信犯的に進めてやってきている。そ

ういうものをきちんと改めるのが、今回、条例を提案されたときに、該当する職員はお

りませんよと言ってほおかぶりしている。そのほおかぶりを取れば、何だこのまちは、

脱法行為、何でもありじゃねえかと。これは改めるべきじゃないですか。 

   町長、どうされますか、今、幸田町の非常勤職員の実態を示していただきました。地

公法の第２２条第５項、その５項の内容は、最長１年を超えてはならんと、こういうこ

とになっております。その実態として、最長３年だと、これが地公法に触れる内容だと

いうふうに私は指摘をしているわけですが、そうした点で、今後、どういうふうに変え

ていくのか、そういう人たちの身分の安定で職務を遂行し、特に保育士については対子

供との関係も大変重要な問題になってくる。日々保育士が変わっとったら、子供なんか

たまったもんじゃないわけだ。きょうはあのおばさん、きょうはあのおばさん、あした

はあのおばさんと、子供がまともな保育ができないというのがあるわけだ。そうしたも

のを実態として取り上げて、どう改善をしていくのか、答弁がいただきたい。 

○議長（池田久男君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 総務部長がいろいろ説明させていただきましたけれども、以前か

ら伊藤議員からはこの件について御質問がございます。 

   それで、同一人が長期にわたり、総務部長が先ほど申し上げたような形の、それを３

年とか、そういう短期にされたのは、以前の町長がそのような御質問をいただいてされ

たというふうに解釈いたしております。 
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   現在、嘱託員だとか非常勤というのがたくさん勤めていただいております。まず、そ

の中で非常勤の職員の方でありますけれども、扶養の範囲内で勤めさせてほしいという

方が、例えば今現在のこの役場の庁舎の一般の事務をやっていらっしゃる方については、

そういうことで、それ以上超えちゃうと扶養に入れないから、こういうふうにしてほし

いというような形の方が随分いらっしゃいます。そういう状況の中で採用して、役場の

中の仕事をやっていただいておるわけでありますけれども、そういう方については、そ

れなりの対応でやっていると。 

   それから、先ほどおっしゃったように、保育園の保育士の問題等々であります。本当

に、これ延長、早朝、昼間の対応の保育士とか、バラエティに富んでたくさんの方がお

勤めいただいております。その人たち、その人たちに対応するような方策で考えながら

現在やっておるわけでありまして、私どもの今やっていることがすべてが脱法行為かと

言いますと、私はそうではないというふうに思っております。それは、労働といいます

か、その協約の中で運用をさせていただいているということだというふうに思っており

ます。 

   それから、嘱託員の問題でありますけれども、嘱託員については、特に私どもはその

仕事に対してライセンスを持っていると、その仕事をやるには保健師とか保育士とか、

いろんなそういう資格がないとできないという方について、嘱託員ということで長期に

雇用をいたしておるわけでありまして、本来ですと本当に伊藤議員おっしゃるように、

全員が職員として採用して、されるのが一番いいと思います。しかしながら、やはり役

場も経営上の問題もございます。今おっしゃったような、皆さんを全部本採用で採用し

たら、６億か７億以上の人件費がさらに追加されるわけであります。それに退職の引き

当てから、大変な形になるわけでありますけれども、しかしながらかなめのところにつ

きましては、見直しもかけなければいけないだろうというふうに今考えております。 

   今後、よくその辺についても検討させていただきますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（池田久男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） いろいろ言われるけれども、あなたの答弁からいくと、いわゆる嘱

託職員と非常勤職員をごちゃまぜにしちゃっとるわけですよね。 

   嘱託職員は、部長の答弁もありますように、地公法の第３条第３項第３号ということ

で、これは地公法上の適用対象外という扱いをされておる。ここで、最長２０年近くの

嘱託職員がおる。私は今、そのことの問題をどうのこうのと言っとるんじゃない。それ

は、部長が答弁されたように、ここで言う、条例上で言う非常勤職員とは、地方公務員

法の第２２条第５項に該当する職員を言いますよということを言われるから、そういう

指摘をした。 

   時間が過ぎちゃったもんですから、要は町長、その場だけの答弁ではなくて、名高き

悪し慣行が使われております。根本的な見直しを求めて、質問を終わります。 

○議長（池田久男君） １４番、伊藤宗次君の質疑は終わりました。 

   次に、１３番、丸山千代子君の質疑を許します。 

   １３番、丸山君。 
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○13番（丸山千代子君） いろいろと議論がされているわけでありますけれども、この定義

の問題でございますけれども、国の定義と、それから町の定義、さまざまあるようでご

ざいますが、法律に基づいて条例改正をしなければならないと言うならば、この法律に

基づくような幸田町の雇用形態に改めるべきだというふうに思うわけでございますが、

そこで先ほどから議論になっております幸田町の嘱託職員のところでございますが、か

なめのところは見直しをかけなければならないというふうに町長がおっしゃいました。 

   このかなめのところを見直しをかける、これは今回、法律に基づいて幸田町の育休の

条例改正をしたという、この内容に適用される雇用形態というような解釈でよろしいか

どうか、お尋ねしたいと思います。 

○議長（池田久男君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） かなめでございますから、今、一つだけのことじゃなくて、全体

に見直しをかけさせていただこうというつもりでございます。 

○議長（池田久男君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 先ほど説明の中では、幸田町に該当する職員がいないということ

で、説明の中では切って捨てられたわけでありますけれども、しかし現実に幸田町には

３００名を超えるさまざまな雇用形態の非常勤職員の方がいらっしゃるわけでございま

して、こうした身分保障のない雇用形態というのは、非常にこれからの将来にわたって

不安感を与えるものでございます。 

   しかも、今、非常に長引く不況の中で、若者の雇用が不安な状態のときに、一つの事

例で言えば、未来のある若者が幸田町の不安定雇用の中で働いていると、しかも嘱託で

働いていると。こういう中で、やはりこうした改善をしていかなければ、自治体の職員

がワーキングプアになってきている状態が長年続いている、これは大きな問題だという

ふうに思うわけであります。 

   そうした点からすれば、国はこの育休も認め、そして働く環境づくりというものも進

めてきている中で、幸田町にあっては該当する職員がないと言って打って捨てられると。

これでは、余りにも地方における職員の実態がお粗末過ぎるのではないかと思うわけで

ありますが、そうした現状というものは町長はどのように改善するということでござい

ますか、そのことについてもお尋ねしたいと思います。 

   それから、当然、国が法律改正をして、そして地方公務員の条例改正も行われてきて

いるわけでございます。幸田町は該当しないわけでございますが、県下の中で、この条

例改正が適用される自治体はどこがございますか、その自治体名を教えていただきたい。 

○議長（池田久男君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 自治体のワーキングプアというようなことでおっしゃるわけであ

りますけれども、現在、本当に細分化された職種と申しますか、いろんな方たちに非常

勤としてお手伝いをいただいております。 

   これにつきましても、さらに今後細分化されるであろうと思いますけれども、本当は

職員のスペシャリストを養成してやることによってすべて対応できるかというふうに思

います。それが、先ほど申し上げたように、経営上の問題もありまして、多くの非常勤

の皆さんに、先ほど扶養の範囲内でということの、そういう方がたくさんいらっしゃっ
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て、今、そういうふうな形をしておりますけれども、こういう方につきましても、一度、

よく見直しをかけて、検討させていただきたいと思います。 

○議長（池田久男君） 次長兼総務課長。 

○総務部次長兼総務課長（大竹広行君） 今御質問の県下の状況でございますけれども、す

べてちょっと把握はしておりませんけれども、近隣でございますけれども、１７条を適

用しておるのは、岡崎市が適用をしております。 

   蒲郡市、西尾市、安城市については、幸田町と同じような形態でありまして、１７条

該当職員は見えません。 

   以上でございます。 

○議長（池田久男君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） この１７条に該当するというのは、要するに選考試験を受けて、

この選考試験というのはどういうものなのか、具体的にお示しいただきたい。 

   国においては、国家公務員の国家公務員試験がありますよね。それに基づいての試験

なのか。そして、岡崎市においてはどういう試験を行っているのか。例えば、幸田町が

採用するとすれば、どのような試験なのかという、そういういろんな試験のあり方があ

るというふうに思うんですね。特に、国において言えば、国の機関が独立行政法人化を

されて、そして期限つき採用と、こういう形の中で雇用がされている。こういう中で、

今回のこの法律の改正もあったというふうに私は理解をしているわけでありますけれど

も、幸田町では、そうしたこともないままずるずるっとやられているというところに大

きな問題があるのではないかというふうに思うわけであります。 

   先ほど町長は、スペシャリストを採用していく中でどうのこうのと言われましたけれ

ども、幸田町の中で言えば、先ほど伊藤議員も言われましたように、例えば保育士、そ

れから調理員、そして学校用務員さんたちもそうでございますが、そうした人たちがど

んどん嘱託化され、そして雇用が不安定雇用になってきている。こういう実態の中で、

町長の言われる経営感覚で職員の採用もしているんだよと。 

   そうしますと、例えば若者がこれから希望をしていっても、身分が不安定な雇用の職

場になってくれば、これは当然、これからの日本の経済にもそうでありますけれども、

社会、そうしたものが成り立たなくなってくる。その一つのひずみがこれではないかと

いうふうに思うわけであります。 

   そうした点におきまして、やはり安心して暮らせる社会を進めていくには、雇用のル

ールをつくって、そしてきちっと安心して働ける、そうした職場づくりもしていかなけ

ればならないというふうに思います。 

   そうした点におきまして、本来、幸田町の保育園の中で言えば、嘱託職員が担任を持

たなければならない、こういう実態は早急に改善をしていくべきだというふうに思うわ

けでありますので、そうした点におきまして、この法律に基づく職場環境づくりという

ものができるのかどうか、その点についてお尋ねします。 

○議長（池田久男君） 総務部次長。 

○総務部次長兼総務課長（大竹広行君） まず、幸田町が１７条の関係で選考試験をやった

らという場合ですけれども、幸田町においては、人事委員会を置かない町でございます
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ので、競争試験または選考によって決定をすることになります。 

   競争試験につきましては、職務能力を競争関係において相対的に判断をするというこ

とでございます。 

   選考につきましては、職務能力の有無で一定の基準による判断をするということで、

基準を設けて取り扱うということになります。 

   具体的には、経歴なり学歴、技能、免許資格等で、できるだけ客観的かつ具体的なも

のとして、必要に応じて筆記や実技の試験等も加味するということで、選考という場合

は、町である程度の基準を設けて選考をやるという考えでございます。 

   もうあと１点、岡崎市でございますけれども、これにつきましては、岡崎市さんが募

集をかけまして、論文試験を行い、その後に面接試験を行って、採用の決定をしており

ます。 

   それと、あと１年でございますので、再度１年更新する場合は、その非常勤職員、１

７条職員ですね、該当する職員に対して勤務評定等を行って、更新するかどうかを決定

しておるというふうに聞いております。 

   以上でございます。 

○議長（池田久男君） 総務部長。 

○総務部長（伊澤伸一君） 嘱託職員等の身分の保障の関係でございます。 

   先ほど町長が答えられましたように、この部分については、かなめのところは今後検

討ということでお答えをされました。 

   今現在、私ども行政サービス専門部会というプロジェクトチームを設けまして、この

中の検討テーマの一つとして非常勤職員、嘱託職員のあり方についても検討させていた

だいておりますので、その中の検討結果を受けて、また私どもも見直すところがあれば、

町長の答弁のように、見直しを進めてまいりたいと、かように思います。 

○議長（池田久男君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） この今回の法律の改正によって地方公務員の非常勤職員の育児休

業の取り扱いというものが改正の内容でございますけれども、この中で、先ほど岡崎市

の場合を１年というふうに区切って言われましたけれども、じゃあこの岡崎市が１７条

に該当する職員の採用があるという中で、例えば育休をとった場合は、これはその育休

取得分が延長されるのかということでございますよね。ここ、育休をとった期間がスト

ップをし、その分、とった期間をまたさらに上乗せをして、そしてその期間内までの雇

用ができるというふうに身分保障もされるのかということでございますけれども、その

点はどういうふうになっているわけでしょうか。 

○議長（池田久男君） 総務部長。 

○総務部長（伊澤伸一君） 岡崎市さんのこの取り扱い、運用につきまして、私どもがお答

えをするに立場にございませんので、申しわけございませんが、お許しをいただきたい

と思います。 

○議長（池田久男君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） それでしたら、国の法律の中身について、育休の実態についてお

尋ねしたいと思います。 
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○議長（池田久男君） 総務部長。 

○総務部長（伊澤伸一君） まず、今回の改正についてでございます。 

   今回、改正のポイントにつきましては、一定の要件に該当する非常勤職員が育児休業

をとることができるというふうに改められたということでございまして、それが私ども

の場合ですと、１７条職員でないと該当にならないということでございます。 

   ここら辺につきまして、この職員の扱い、先ほど次長兼総務課長からも説明いたしま

したけれども、岡崎市では１７条として扱っておる、そういう事例等もございますので、

この改正内容に適合する職員とすべきかどか、そこら辺につきましても、先ほど申し上

げましたプロジェクトチーム等の答えを待って検討させていただかなければならない、

そういう事項だと思っております。 

○議長（池田久男君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） ですから、国の非常勤職員の育休のとり方でございますが、これ

は任期制でしょう。限られた年数の中で採用されている。その職員が育休をとる。育休

をとった期間は保障されるのかということでございます。 

   ですから、５年なら５年の任期の中で採用されている中で、育休をとるのは勝手です

よと、その分は延長されませんよということなんでしょうか、それとも今回のこの法律

は、きちっとそうした雇用の実労働時間プラス育休時間で雇用期間とするような保障を

するものになってきているのかということでございますが、どうなんでしょうか。 

○議長（池田久男君） 総務部長。 

○総務部長（伊澤伸一君） 申しわけありません。そこら辺につきましては、ちょっと今は

っきりお答えをすることができません。お許しください。 

○議長（池田久男君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） いずれにいたしましても、本来、この育休が今の実態、正規職員

の場合におきましても、なかなかとれないというふうに、今、３年ですよね。３年が実

際運用としてはとれない職場環境にあるというのが実態ではなかろうかと。正規でさえ

もとれないわけでありますので、ましてや非常勤はなおさらとれない。そして、例えば

女性の場合は特にそうでありますけれども、例えば試験採用で受かったとしても、雇用

する段階になると、その希望者が若い人だったら、例えば結婚して間もない女性だった

場合は、あなたは子供を産みますかと、産むならばほかのところを当たってくださいと、

幾ら試験採用が受かっても、そういうふうに最初からそうした採用自体がかなわないと

いうような実態になってきている中で、今回のこの国の法律に基づいて条例改正をされ

ても、幸田町の実態にも合わないというような、この条例改正は何なのかと言いたくな

るわけでございます。 

   ですから、幸田町では、国の最低の育休の法律改正でさえも実態としてはならないと

いうような、こうした雇用形態はきちっと検証し、改めるべきだというふうに思います。 

   そして、この部分は、これから検討していくということでございますので、その検討

の期間はいつから実施に入るのかということでございます。それをお答えいただきたい。 

○議長（池田久男君） 総務部長。 

○総務部長（伊澤伸一君） この雇用形態、非常勤、嘱託等の雇用形態等のあり方について



- 15 - 

の検討は、プロジェクトチームのほうには、秋をめどに報告をしていただくように調

査・研究をお願いをしておるところであります。 

○議長（池田久男君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） ですから、秋に検討しますよね。そして、その実施はいつをめど

にするのかということでございます。 

○議長（池田久男君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 今、総務部長が申し上げたように、いろんな検討事項をたくさん

プロジェクトで組んでやっております。その内容が出そろった段階で、その中でしっか

りさらにまた内容をよく精査しながらやりたいと思いますので、来年の４月からできれ

ばいいでしょうし、その辺もよく検討させていただくということでございます。 

○議長（池田久男君） １３番、丸山千代子君の質疑は終わりました。 

   以上で、第２７号議案の質疑を打ち切ります。 

   ここで、途中ではありますが、１０分間休憩といたします。 

                             休憩 午前 ９時５７分 

─────────────── 

                             再開 午前１０時０７分 

○議長（池田久男君） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

   次に、第２８号議案の質疑を行います。 

   １５番、大嶽 弘君の質疑を許します。 

   １５番、大嶽君。 

○15番（大嶽 弘君） 今回、項目として出しましたのが、ここに書いてありますように、

１、条例とは、２、改正地方税法が云々でございますが、これの若干補足をさせていた

だきますと、例えば第２７号、第２８号の議案をそれぞれ見ておりましたら、結局、条

例とは一体何なのかというのがよくわからなくなってしまったということです。 

   条例というものは、基本的に自治体が独自に定める法令ですよね。規定であるという

ことで、上位法があれば上位法に従う、上位法に反するような条例というのは、やっぱ

り規定はできないわけであります。 

   その中で、地方自治法第１４条においては、条文でありますが、「法令に違反しない

限りいおいて条例で規定できる」ということです。「できる」という意味は、規定しな

きゃいかんということなのか、できるという解釈なのか、よくわかりません。 

   それから、地方自治法第２条において、地方公共団体の役割は何かと言うと、地域の

事務処理をしなさい、二つ目が、法令または条例に基づいて事務処理をしなさい、これ

が大きな基本的な概念になっているようであります。 

   この第２８号を見ますと、今回、東日本大震災において相当の被害が出ております。

その中において、雑損控除と住宅ローン減税という、この２項目だけ条例改正をする。

しなさいというのか、するというのか、よくわかりませんが、そういうことで、この条

例改正が提案をされております。 

   この面から、条例とは一体どういう位置づけ、意味合いなのかというところから説明

をお願いします。 
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○議長（池田久男君） 総務部長。 

○総務部長（伊澤伸一君） 議員おっしゃられるように、条例は法等に抵触しない範囲で地

方公共団体等において定めることができるという内容のものでございます。 

   今回のケースでございますけれども、条例で今回お願いをしておりますのは、住宅ロ

ーン減税と雑損控除の特例、この２項目についてでございます。 

   今回の税法の改正は、実はもっと大きく改正をされておるわけでございますが、今回

は幸田町に影響のある部分ということで、この２条についての附則への追加をお願いを

しておるわけでございます。 

   確かに、おっしゃられるように、税法の規定と同じ内容を税条例では規定をしておる

部分が多々ございます。その根拠等でございますけれども、基本的には租税は法律主義

でございます。 

   地方公共団体が租税を課すには、地方税法の規定に基づきまして、税目、課税客体、

課税標準等については、条例で定めなければならないと、このように定められておるわ

けでございます。 

   片や、今度は町の条例のほうを見てまいりますと、町の条例に定めのない事項につい

ては、地方税法の規定によるということで、ちょっと理屈上、余りすっきりこん部分も

あるわけでございますけれども、いずれにしましても地方税法の規定というのは、これ

は地方公共団体への、物の本によりますと、地方公共団体がその課税権を行使し得る範

囲を定めるのが地方税法だという説もございます。これは学説でございますので、はっ

きりはしておらんわけでございますけれども、そういう範囲で、私どもは町民に課すた

めには必要な事項については条例で定めなければならないと、そのように考えておりま

す。 

○議長（池田久男君） １５番、大嶽君。 

○15番（大嶽 弘君） 少し細目に入りますけれども、今の説明でいきますと、町の条例に

なくても、地方税法があればそれでいけるよという話であります。地方税法があれば、

別に条例はなくてもいいわけです。条例が特殊性があれば、それは入れていくべきだと

いうことですが、ただいまの地方公共団体が課税権行使をするためには、そういうもの

も織り込んでいくほうがいいというのか、織り込めというのか、定かに聞き取れません

でしたが、そういうことになっているということで理解していきます。 

   そうしますと、今回の災害については、幸田町においては被害はありませんでしたが、

幸田町民が現地のほうと関係している人はあると思います。幸田町の人が会社を経営し

て、現地で工場を受け入れしている人、持っている人、賃貸をしている人、それから自

動車で走っていたら自動車が流された人、そういうさまざまな人も関係していると思い

ます。 

   そういう面で、事業用の問題、事業用資産が損失を受けた問題、それから固定資産税

については、固定資産税というのは幸田町に保有する土地について課税をしていくわけ

でありますが、被災地にお住まいの方が幸田町に例えば土地を持っている場合もあるで

しょう。そういう場合の軽減措置というものもあるかもわかりません。自動車もそうで

あります。 
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   そういう関連しているようなものについて、今回は条例を定めなかった。だから、そ

の場合でも、それは地方税法に定められているから、それは適用していくよということ

でありますが、そういうものについての今後の対応はどのようにされるのか、お尋ねを

します。 

○議長（池田久男君） 総務部長。 

○総務部長（伊澤伸一君） おっしゃられるように、税目の中でも、今回の大震災の該当に

なると思われるものがございます。例えば、軽自動車税のようなものは、幸田町の方が

あちらのほうに車を持っていって乗っておられたときに被災をされたというようなこと

になりますと、課税権は幸田町にもともとあるわけでございますので、問題が出てまい

ります。あるいは、事業用資産についても、事業場所を向こうに持っておられたような

方は、被災をされる可能性もあろうかと思います。現実に、軽自動車を持っておられる

方はお一人お見えですし、幸田町に資産をお持ちの方も５名ほどおられるわけでござい

ますので、どこかで被害をお受けになっておられる可能性は否定はできません。 

   しかし、たまたま今申し上げましたものにつきましては、被災は受けられなかった

方々ばかりでありますので、納税はされましたけれども、そういう可能性はゼロとは言

えません。そういうときには、やはり町の条例に定めがなければ地方税法の定めで減免、

あるいは納税猶予等を行っていく、そのように対応をすべきだというふうに思っており

ます。 

○議長（池田久男君） １５番、大嶽君。 

○15番（大嶽 弘君） わかりました。 

   要は、条例も全く上位法と同じものを流すだけでいいのというのが最初の私の疑問点

でありました。 

   最後に、今度の被災において、幸田町へ転入してみえた被災者というものがお見えに

なりましたら、何人ぐらいお見えになるか紹介をしていただければと思います。 

○議長（池田久男君） 総務部長。 

○総務部長（伊澤伸一君） 震災以後、本町にお見えになられた方、４月１１日にお見えに

なっておられます。１世帯２名の方が幸田町のほうへ被災地からお越しになっておられ

ます。 

○議長（池田久男君） １５番、大嶽 弘君の質疑は終わりました。 

   以上で、第２８号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、第２９号議案の質疑を行います。 

   ５番、中根久治君の質疑を許します。 

   ５番、中根久治君。 

○５番（中根久治君） お願いをします。 

   国民健康保険税の収納状況についてお尋ねをします。 

   国民健康保険税の収納率が毎年下がっていくようでありますが、平成２２年度はどう

いう傾向にあるのかなと、またこの下がっていく理由というのを一体どういうふうにと

らえられているかということについてもお聞きしたいと思いますので、お願いをします。 

○議長（池田久男君） 健康福祉部長。 
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○健康福祉部長（杉浦 護君） 収納率の関係につきましての御質問をいただきましたが、

平成２２年度の現年度分に係ります収納率につきましては、９２.２％でございます。

前年度が９０.９％ということで、１.３ポイントの改善というような形になります。 

   また、滞納繰越分につきましては、１６.８％、２.３ポイントのアップということで

ございます。 

   下がっていく要因、今回はたまたと言っては語弊があるかもしれませんが、前年より

も改善がされてきておるということでございます。 

   ただ、私どもとしても、やはりリーマンショック以来、景気、またそして今回の東日

本大震災、こういったような影響の中で、社会的にも、また経済的にも非常に不安要素

が多いわけでございます。 

   こうした中で、収入も伸びない。こういった状況で、やはり今後ともいましばらく厳

しい状況というものは続くのではなかろうかといったような判断をいたしております。 

○議長（池田久男君） ５番、中根君。 

○５番（中根久治君） この国民健康保険の加入率ですが、世帯数とともに同時に低下傾向

にあるかと思いますので、この低下傾向とこの収納率との因果関係というのはあるかな

いかについてお願いをします。 

○議長（池田久男君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（杉浦 護君） 加入率の低下につきましては、やはり今申し上げましたよ

うに、やはり経済的な関係もありまして、たまたま例えば夫婦で自営業をやっておられ

た方が、奥さんが例えば会社勤めに変わられるとかといったようなこともあろうかと思

います。 

   ただ、状況といたしましては、最近の若者と言って限定しちゃっていいのかどうかわ

かりませんが、例えば不定期雇用といったような関係によりまして、国保への加入とい

うものは、そういった方もふえてきておるということもございます。 

   そこら辺の関係もありますので、一概に今後の状況というのはどういう形になってい

くのかということは、今後もちょっと様子を見ていかなければならないところかという

ふうに思っております。 

○議長（池田久男君） ５番、中根君。 

○５番（中根久治君） 滞納金額については、収納率が下がると同時に、逆に反比例して上

がっていくようですが、その累積の滞納金額はどのぐらいになるのかなということと、

その滞納されたお金について何で補てんしているのかと、補てんをしているところは一

体何だろうということについてお伺いします。 

○議長（池田久男君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（杉浦 護君） 滞納の関係につきましては、現年度分、それから滞納繰越

分を合わせまして、２１年度末が２億６,１００万円ほど、またそれから２２年度末に

おきましても２億６,４００万円ほどといったようなことになっております。 

   これに対する補てんということでございますが、御案内のとおり、国民健康保険の財

源につきましては、国からの負担金、またそして被保険者の方々から納入をいただきま

す保険税収入ということでございます。 
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   ただ、被保険者の負担ということになりますと、それにはやはり限界というものもあ

ろうかと思います。自治体独自の判断によりまして、法定外繰り入れ、一般会計からの

繰り入れ、こういったものによりまして補うといったような形でございます。 

   本町といたしまして、２３年度につきましては、一般会計から５,０００万円さらに

アップをいただきまして、繰り入れをさせていただくということでございます。よろし

くお願いいたします。 

○議長（池田久男君） ５番、中根君。 

○５番（中根久治君） ２億６,０００万円余という多額な滞納金額があって、５,０００万

円余というお金を一般財源から補てんするという実態ですので、収納率を上げる方法と

して、具体的にどんな行動をしているのかと、その成果はどうかということについて、

またさらに今後どういう対策を立てていくのかなというような、今後の計画についても

お伺いしたいと思います。お願いします。 

○議長（池田久男君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（杉浦 護君） ２２年度の収納率につきましては、先ほど申し上げました

ように、１.３ポイントの改善というようなことになりました。しかしながら、滞納繰

り越しを入れますと２億６,０００万円ほどの累積の滞納がございます。 

   新規の加入者に対しましては、やはり口座振替、また期限内の納付をいただくように

督促をさせていただく、また一度やはり滞ってきますと、なかなかそういったものが累

積していくというような傾向もございます。 

   そうしたことから、早期にやはり納税相談をさせていただきまして、滞納の要因とな

っている状況というものがどういったところにあるのかということを個別に判断をさせ

ていただき、分納ですとか、また場合によっては減免制度を活用できれば、そういった

ものを勧奨させていただくような対策を講じていくことが必要かというふうに思ってお

ります。 

   ２２年度につきましては、新たに税務課のほうで徴収嘱託員なども採用いただきまし

て、収納体制の充実も図ってきておるというようなことでございます。今後も収納率の

改善に結びついたきめ細かい対応をしていくように心がけてまいりたいというふうに思

っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（池田久男君） ５番、中根君。 

○５番（中根久治君） 税金は、もちろん義務でありますが、この義務というのは、信頼関

係に基づく義務かなというふうに思っておりますので、要するに町民が納得するかしな

いかという部分が大きいというふうに思っております。 

   今度の改正が、取れるところから取ると、そんなような気持ちではなくて、当たり前

に納税している９０％の町民にわかるように、納得できるような形でそのＰＲをしてい

ただきたいと思っておりますので、どんな方法があるかと、町民にわかるように、納得

できるような方法とは一体何かということについて、アイデアがありましたら、教えて

ください。 

○議長（池田久男君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（杉浦 護君） 取れるところから取るという御意見でございますけれども、
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今回の改正につきましては、やはり医療費の増加に基づきまして、これをどこからかそ

の財源補てんをしていかなければ制度として成り立っていかないと、こういったような

ことがございます。そうした意味から、負担の公平化、また平準化を図っていくという

ような意味合いもありまして、今回、こういった改正をお願いさせていただいておるわ

けでございます。 

   今後のそういった国保の今の置かれておる状況というものを御理解いただくために、

やはり今、中心となるのは、広報なりホームページとか、そういったものを活用すると

いうことになろうかと思いますが、先ほど申し上げましたように、そういった滞納、中

にはお医者さんにかかっていないから僕は保険は要らないんだというような、そういっ

たような御意見も聞く場合もございますけれども、そういったことではなく、やはり保

険というものの性格というものを納税相談なりでよくお話し合いもさせていただきなが

ら御理解をいただく、こういったことが必要かというふうに思っております。 

○議長（池田久男君） ５番、中根久治君の質疑は終わりました。 

   次に、１４番、伊藤宗次君の質疑を許します。 

   １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 今回の条例改正の内容は、課税限度額のアップと、これが中心であ

ります。６８万円の課税限度額を一気に９万円引き上げて７７万円の課税限度額にする

と、こういうものであります。 

   そうしたときに、この課税限度額の引き上げによる対象者、対象の世帯、人数につい

てまず答弁がいただきたい。 

○議長（池田久男君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（杉浦 護君） 今回の改正によりましての影響する世帯、また人数等でご

ざいますが、１２０世帯、またそれから人数的には４６０人程度かというふうに見込ん

でおります。 

○議長（池田久男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） １２０世帯の４６０人と、こういうことで課税限度額の犠牲がある

ということになるわけですが、それによる増収の見込み額はどれだけですか。 

○議長（池田久男君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（杉浦 護君） 大体１,０００万円ほどと見込んでおります。 

○議長（池田久男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 先ほどから滞納の関係が出されております。まず、現年分の滞納が

どれだけあるのか、それと滞納繰越額、こういうものが今どれだけあって、それに関係

する世帯数及び人数について答弁がいただきたい。 

○議長（池田久男君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（杉浦 護君） まず、滞納についての現年分でございますが、６,５５６

万５,０００円といったような数字でございます。それに対する世帯数は６０６世帯。

それから、過年度分につきましては、滞納繰越分でございますけれども、１億９,８９

０万円ほど、トータルで、先ほど申し上げましたように、約６,４００万円ほどになる

かと思いますが、そういった形になろうかと思っております。なお、滞納繰り越しに係



- 21 - 

る世帯数につきましては、８９０件というような形で考えております。 

   ちょっと被保険者数の人数の関係については、滞納等につきましては把握をいたして

おりませんので、お許しをいただきたいと思います。 

○議長（池田久男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 毎年、６,０００万円を超す現年分の滞納が出てくる。そして、過

年度分を含めた滞納繰越額が２億６,０００万円、こういうラインがずっと続いとるわ

けですよね。 

   そうした中で、今答弁がありましたように、世帯数はつかめとる。人数はわかりませ

んよと。何で人数はわからんの。国保税は四つの税目で課税しとるわけですよね。その

税目の中で、平等割は世帯だわな、均等割は１人当たり幾らと。とすると、あなたの答

弁でいくと、均等割に該当する滞納の状況が、人数がわかりませんよということは、滞

納すると均等割が免除されるわけですか。実態をつかまんで、答弁ができない。答弁が

できないということは、課税が免除されておるのかと、こういうことになるんですが、

なぜつかまんですか。事前に通告してあるわけだ。わからんものはわからんので、そん

なものはやれないと言って議会で答弁して押し切ちゃおうと。押し切っちゃおうとする

と、じゃあ今申し上げたとおり、均等割については滞納すると免除されるのかと、こう

いうところに落ちていくわけですが、いかがですか。 

○議長（池田久男君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（杉浦 護君） 今言われましたように、均等割、また平等割、そういった

関係からいけば人数を把握しておってしかるべきではないかという御意見でございます

が、基本的には滞納につきましては、世帯主課税というような考え方の中で滞納額とな

っておる金額、こういったものを世帯主に対して督促をさせていただいてやっておると

いうような関係もございまして、現状ではそういった個々の人数まではちょっと今把握

をいたしておりませんが、そういった関係については、今後、どういうふうな対応がと

れるかどうかというのは考えてまいりたいというふうに思います。 

○議長（池田久男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 国保税は世帯課税だと、世帯課税イコール世帯主課税だから、その

世帯が何人おって、どうこうなんていうことは関係ないよと。要は、あんたのところの

世帯は滞納額はこれだけだよと、要は通知さえしておけば後はいいよと、こういうこと

なんですよね、あなたの答弁。 

   結局、実態をつかまずして、なぜ２億６,０００万円というものがどういう形で出て

きておるのか、その状況がどうなのかというのは、世帯構成の中でどういうふうな構成

がされてきているのかというのも非常に重要ですよね。 

   先ほど申し上げたように、国保税は四つの税目で課税がされている。所得割、資産割、

均等割というのは、もう少しいけば、個人均等割、世帯平等割、こういう四つの税目で

課税がされて、その課税に対して滞納があったときに、これは世帯主課税だから世帯数

さえわかればいいんだと。こういうのは、私は実態を見ずして物を言われておるなと。

実態を見ずして物を言われるということは、その実態がどうなっているか。その実態に

対して行政がどういう手だてをとっていくのかということも全く我関せずと、こういう
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ことになるんじゃないですか。 

   そうした点で、今後改めていくということですが、この問題はずっとやっておっても、

あなた方は人数については、ちょっと、ちょっとと言いながら、時間を置いて出してく

るわな。 

   ということは、指摘をされなければその実態がつかめない。指摘をして、若干の時間

と言うよりも、かなりの時間を費やして出してくる。そうすると、事務的な問題として

欠陥があるんじゃないのか。それはもう今までずっとやってきた。何遍言っても改まら

ず。これで、こういう通告をすると、あなたは言ってこなかったけれども、担当のほう

が、頼むわ、人数はつかめへんので、それは触れんでくれんかねと言って頼み込んでく

る。何でつかめんだということを改めよということをずっと言ってきたけれども、じゃ

あ今後、世帯はわかるけれども、人数はわかりません。後はどんぶり勘定でつかみ金で

ございますよと。こういうことになるんですが、これは改める意思がありますか。 

○議長（池田久男君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（杉浦 護君） まことに申しわけありませんが、その詳細な部分で、どう

いったような形での技術的な問題があるのか、そういった点につきましてちょっと把握

をいたしておりません。こういった点につきましては、担当のほうともよく今後調整を

いたしまして、どういう改善ができるのかということは、改めて検討してみたいという

ふうに思います。 

○議長（池田久男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） だから、あんたはやるとは言わんな。検討したいと。 

   行政の検討というのは、あかんべえだよということの代名詞だわな。検討と言ってそ

の場は逃れて、善処３年、検討１０年というのがお役所言葉だ。１０年たった結果、検

討した結果、あかんべえだよという結論出したって、何も意味がないわけだ。 

   今申し上げたように、なぜ人数がつかめないのか。そういう事務のシステムにどこに

問題があるのか。どういう事務改善をしたら、世帯と人数がきちっとつかめるかという、

そういう方策が一番手っ取り早くて簡単なことですよ。そういう方向性がなぜ言えんの

かと。よく検討していきたいと、どうやったらいいかしらと。その前提があいまいにさ

れておるから、検討とはあかんべえだよと、やらないよということの代名詞につながっ

ていきます。 

   そうした点で、まずあなたに、前提として人数をつかむか、つかまないか。後の質問

にもありますけれども、国保に加入する世帯数と人数はどれだけかと言ったら、人数が

出てくるんですよ、全体は。答弁するわな、後で。世帯数が四千何ぼで、加入者が八千

何ぼだと。こういうことは言えても、滞納の実態については世帯の状況しかわからんと

いうのは、どこかに問題がある。そういう意識はございませんか。 

○議長（池田久男君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（杉浦 護君） 当然、滞納整理なり、そういった形に行くためには、やは

りそういった世帯の実態というものを把握していく必要があるということは、御指摘の

とおりというふうに理解をいたしております。 

   そういった面で、家族構成がどうなっているのか、何人おるのか、そういったような
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ことも必要な事項ではなかろうかというふうに思います。 

   先ほど申し上げましたように、ただ現状として、今、数字として、滞納分とか、そう

いったものについては数字をつかんでいないというようなことでございます。今後の中

で、技術的な部分がどういう形ができるのか、また場合によってはそれが可能であれば、

次回の例えばそういったシステム改修なり、そういったものができる段階において改善

ができるのかどうか、そういったものを含めて研究させていただくということでござい

ます。 

○議長（池田久男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 可能であればという前提を設けちゃうもんだな。そこへさっと逃げ

込んで、やっぱり難しかったと言って逃げるところだ。だから、可能であるかどうかで

はなくて、可能にしなきゃいかんということなんだ、実態をつかまないと。 

   という点で、もう一つは、世帯数の変動というのは比較的少ないけれども、そこの世

帯数における家族構成というのは結構変動があるんですよ。だから、それを適時にきち

っとつかんでいくという点でいけば、システムをどう改善していくかという方向がとら

れてこなきゃならんし、そのシステム改善にかかわる費用負担もあるということもある

んで、そうした点で、二の足を踏んで、そこで足踏み状態で終わっていくというのが今

日までの幸田町における実態だという点で、そこから一歩踏み出していただきたいとい

うことを申し上げて、次に入っていきます。 

   国保の加入世帯、そして人数、それから滞納にかかわる世帯数と人数について、人数

は嫌だと言っとるけれども、絶対聞くでな。その構成比はどうなっとるんだ。国保の加

入世帯数を１００としたときに、滞納の比率はどれだけか、人数は、国保加入者の人数

は出ます。だけれども、滞納の人数はと言ってクエスチョンがついとるけれども、そん

なこと、私が何も逃げ道をつくってやらんでもいいわけなんで、ちゃんと説明がいただ

きたい。比率も含めて、答弁がいただきたい。 

○議長（池田久男君） 答弁を求めます。 

   健康福祉部長。 

○健康福祉部長（杉浦 護君） ２３年５月末現在の世帯数等でございますが、４,６７３

世帯、８,９３４人の方が国保に加入をいただいております。 

   滞納につきましては、先ほど現年分で申し上げますと、６０６件というような数字を

申し上げたかと思いますが、それで割り返してみますと、約１３％ほどになろうかとい

うふうに思います。 

○議長（池田久男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） さすがあんたはしたたかだね。人数のことを言うと、また追い打ち

かけられるということで、それ以上追い打ちかけへんわ。 

   要は、全体の１３％が滞納世帯だ。これは深刻な状況だと。もっと深刻なのが、２億

６,０００万円は当年度国保税の課税額、いわゆる今年度でいきますと、８億４,５３０

万９,０００円ですよね。その３０％を超えるわけですよ、滞繰分がな。という点で、

じゃあ滞繰分がいいとか悪いとかじゃなくて、じゃあこういう滞納繰越額をどんどんど

んどん年間毎年毎年積み上げていく、その要因がどこにあるのか。それは毎年１０％を
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超す国保税増税をオール与党の助けを借りて一生懸命住民いじめをやってきた。そうで

しょう。 

   そういう中で、じゃあ滞納をどう減らしていくかということを考えるときに、徴税を

強化すると。あなたも言われたように、税務課のほうで収納担当をふやしたんでと、滞

納をせっせせっせと整理する専門の分野を、嘱託員だったか、非常勤だったか、２人、

３人雇っておられる。そのこと自身、私は否定をするもんじゃない。しかし、実態を見

ずして、成績主義的に徴税を強化することによって収納額、収納率を上げていくと言っ

たら、そもそもの大もとを見逃しているわけですよ。 

   先ほど申し上げたとおり、昨年も１０.６％、この２３年も、この課税限度額の９万

円の引き上げを含めて６,０００万円の対前年を含めて増税をして、１０.７６％も国保

税の増税をする。 

   先ほどあなたも言われたように、住民の収入は年々年々どんどんどんどん減っていく。

多くの年金の加入者の関係も、年金がずっと減らされていく。減らされていくことによ

って、滞納額はふえる。滞納額がふえるから、これはいかんと言って税率をアップする、

税額をふやす。こんなの悪循環じゃない。どこかでこの悪循環を断ち切らなきゃいかん。

どういう方策を考えておられますか。 

○議長（池田久男君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（杉浦 護君） 滞納につきましては、先ほどもお話が出ましたですが、や

はりリーマンショック以降の不況などの影響もありまして、収納率も低下してきておる。

今回の税率改正につきましては、私どもとしてはやはり低所得世帯、こういった方々の

所得割のみの改正にとどめる、またそして今回の課税限度額につきましては、高齢者の

ほうの御負担を少し求めていくというような手法をとらせていただいたわけでございま

す。 

   御指摘のとおり、この税率のアップというのは、やはりこれは際限なくというわけに

はこれはいかないところであるということは認識をいたしております。また、一般会計

からの繰り入れということにつきましても、これもやはり前からお話をしておりますよ

うに、一般の国保加入者以外の税金が投入されるというようなこともあります。そうい

ったバランスというものをどう考えていくかということがございます。 

   基本的には、さきの一般質問でも御質問いただきましたように、社会保険制度という

ことであれば、国が責任を持った、そういった運営というものが望まれるわけでござい

ます。各市町村、全国の自治体も同様の悩みを抱えておるというのは、これは事実でご

ざいます。 

   こういったことから、やはり国にどういった制度が今後できるのかどうか、そういっ

たことを要望なりも、こういった実態というものを機会をとらえて申し上げていくとい

うことが、今できるところではなかろうかと。法律の国民健康保険法なりでそういった

制度的なものが定められている以上、私どもとしては今の法律の中で運営をしていくし

かないということでございますので、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（池田久男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 特に、国保をこれほどの財政悪化の状況に追い込んだのは、自民党
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の政治ですよ。１９８４年までは、医療費総額と事務費を含めて５０％を国が負担しと

ったわけですよ。それが、小泉も含めた自民党の政治がどんどんどんどん市町村にその

負担を押しつける。市町村はたまったもんじゃないから、加入者にその負担を転嫁する

ということで、今日では、国が５０％負担をしていたものが今２４％、そこまで落ち込

んできているわけですよ。国が負担をしないから、市町村が負担をする。市町村も負担

が耐えられないから、加入者に負担をかけると。こういう悪循環の中で、それぞれの市

町がいろんな知恵を出しながら、一般会計から補てんをしながら暮らしの支援をしてい

く、支えていくという政策をとってきている。幸田町も、今年度はたまたま５,０００

万円対前年よりも上げました、法定外繰り入れ。しかし、それでもまだ低い。愛知県下

の中でも真ん中よりも下、負担の割合がな。 

   という点で、もう一ついくと、一つのモデルケースとして、現役の４０代の夫婦と中

学生以下の子供が２人の４人世帯で収入が２００万、こういう世帯でいきますと、これ

は２０１０年、このときは２８万８,９００円、県下で高いほうから８番目だ。これほ

どのところまで住民の負担がどんどん強められてくる。強められてくるから、こんなも

のはたまったもんじゃないということで、過去のデータからも含めて、２００９年、２

０１０年に滞納額が一気にどんとふえてきたわけだ。そういう傾向もある。 

   そうしたときに議会で論議したのは、大きな家屋敷に住みながら税金を滞納しとる老

夫婦がおると。家屋敷を召し上げて借家に住ませて、幸田町はそれを処分せよと、こう

いうことも議会で議論をされている。そういう課税強化をする。その一方で、滞納する

やつは悪いやつだと。悪いやつから保険証を取り上げちゃえと。こういうのも、幸田町

はたまたま１件だけかな、取り上げ取るのは。あとは短期保険証という形で対応されて

いるけれども、徴税強化とペナルティーをやったからといって滞納が減るなんていうこ

とはないんですよ、制度、仕組み、そのものが悪い。それを変えていくには、やっぱり

国政上の問題もあります。ここで国政上の問題を議論するつもりはございませんけれど

も、そういう状況の中で、自治体としてとるべき施策の方向については、町長から答弁

がいただきたい。 

   その方策というのは、一つしかないんですよ。一般会計から法定外繰り入れをして、

どれだけ住民の負担を減らして、暮らしを支えていくか、こういう施策をとらない限り、

悪循環の繰り返し、私はそう思います。そうした点で、町長の答弁がいただきたい。 

○議長（池田久男君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 国保につきましては、毎回、この問題が出てくるわけであります。

一般会計からどれだけ繰り入れすればいいのか、そこが大きな論点だと思います。 

   私どもは、今回は５,０００万円というような形で一般会計から繰り入れております。

それぞれ人によって給与の増減、多い方、少ない方、いろいろあろうかと思いますけれ

ども、多い方は多い方なりに社会保険等を出しておられるわけでありまして、少ない方

は少ないような形でやっているわけであります。 

   私どもが、じゃあその中の何％を一般会計から繰り出すべきなのか、それは全部出し

てあげればそれにこしたことないでしょうけれども、それは一般の会社員の皆さん方に

おきましては、二重払いにも、三重払いにもなるというような状況もございます。 
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   ですから、それをよく今後とも見きわめながら一般会計から出していくと、補てんを

していくということについては、変わりないというふうに思っております。 

○議長（池田久男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） ただ、言葉じりをとるつもりはございませんけれども、先ほど言わ

れた、社会保険の方もちゃんとその所得に応じて、収入に応じて負担しとるじゃないか

と。私も国保に入っている人間だ。私どもも負担をしている。 

   そうしたときに、じゃあ全部入れたらいいのかと言ったら、幸田町は国保税のないま

ちという形で全国に流し入れるわけだ。いい施策をやっとるなと。そういう全部出した

らいいなんかという、そういう対比の仕方をされるもので、かりかりと来るんで、私は

引き続き負担を軽減するために施策として繰り入れをふやしていただくことを求めて、

終わります。 

○議長（池田久男君） １４番、伊藤宗次君の質疑は終わりました。 

   ここで、途中ではありますが、１０分間休憩といたします。 

                             休憩 午前１０時５０分 

─────────────── 

                             再開 午前１１時００分 

○議長（池田久男君） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

   次に、１３番、丸山千代子君の質疑を許します。 

   １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 先ほど伊藤議員の質問の中で、限度額の引き上げの対象人数と影

響額を出していただきました。これで、１２０世帯を単純に９万円掛けますと、１,０

８０万円でございます。それで、この限度額の引き上げは、すべてが９万円ではないわ

けですよね。この介護納付金の課税額の限度額は、これは４０歳以上の世帯でございま

すので、ですから例えばこの対象世帯と、それからすべての対象世帯とに分けられるわ

けでございますので、その分けた世帯数はどれだけかということでございます。 

○議長（池田久男君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（杉浦 護君） 申しわけございません、ちょっと今、その数字をつかんで

おりません。後ほど御答弁させていただきたいと思います。 

○議長（池田久男君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 今回、国保税は、国において低所得者が多くなってきたというこ

とで、所得割が見込めないと。国保税が確保できないからと言って、そして幸田町は所

得割の税率アップ。それと同時に、国において限度額引き上げに伴って、幸田町も国の

限度額いっぱいの引き上げを今回行うわけでございます。 

   それで、お聞きしたいのは、この国の限度額というものと、それから町の限度額の考

え方でございますが、今までこの課税限度額いっぱいまでは幸田町は引き上げてこなか

った。それが一気に今回９万円も引き上げを図るという、このことはなぜなのかという

ことでございます。 

   自治体の裁量によって、この限度額というものが柔軟に対応されていたというものが、

今回は中間所得者層の急激なしわ寄せを避けるという、こういう説明によって国の限度
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額いっぱいまで引き上げをするよということでございますが、具体的にこの中間所得者

層というものの範囲はどこまでを指すのか、お尋ねしたいと思います。 

○議長（池田久男君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（杉浦 護君） 今回の改正につきましては、高額所得者の方々に御負担を

いただくというようなことを念頭に改正をするということが目的になっておりますが、

限度額を抑えるということにつきましては、税率改正がございましても、限度額を法定

限度額に合わせて改正しなければ、限度額に今達しておる方は頭打ちでございまして、

その保険税には全く影響が出ないということで、限度額以下の方については税額は変わ

ってくるわけですけれども、それ以上の方については、変わってこないということでご

ざいます。 

   そうしたことから、その分の限度額に達していない人たちにその負担というものが生

じてくるといったようなことから、限度額以下の方々の御不満もあるというようなこと

を国のほうとしては見ておるということでございます。 

   こういったことから、地方税法の規定ですとか、そういった趣旨を尊重いたしまして、

最高限度額を法令に定める額のとおり規定していくことが望ましいであろうということ

でございます。 

   以前、厚労省につきましては、これまで国保税の負担限度額というものは、上限を世

帯全体の４％にするようにしてきたということでございますが、しかしながらこれまで

の考え方によりますと、中間所得者世帯というのに負担がどうしてもそこにいってしま

う。こういったことから、２２年度からその考え方を改めてきたということをお聞きを

いたしております。 

   そういったような関係もございまして、今回の改正に合わせまして、国に準じた対応

をさせていただくということでお願いしているものでございます。 

   中間所得者層の範囲ということでございますが、保険税は保険税を計算した賦課限度

額を超えた場合に、先ほど申し上げましたように、そこで頭打ちとなるわけでございま

す。 

   今回、国はそういった中間所得者層といったものの範囲というものを具体的には示し

ておりません。中間所得者層というのは、所得が課税されますが、課税限度額には値し

ない範囲、すなわち今回の改正前の医療分で言いますと、４７万円以下の所得割が課税

される被保険者の方々を総称して言っておるものというふうに私どもとしては理解をい

たしております。 

○議長（池田久男君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） この厚労省が示している世帯全体の４％ということを改めたとい

うことでございますけれども、今回の限度額の引き上げの対象世帯は、全体の何％に当

たるのか、お尋ねしたい。 

○議長（池田久男君） 答弁願います。 

   健康福祉部長。 

○健康福祉部長（杉浦 護君） 何％に当たるかということでございますが、申しわけござ

いません、後ほどちょっと答弁させていただきたいと思いますが、先ほどちょっとお答
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えができなかった部分を先に御答弁申し上げたいと思います。 

   医療分、支援分、介護分、そういった関係の影響に係る世帯数と金額的なものの御質

問について御答弁をさせていただきたいと思いますが、医療分が１２３世帯で４２０万

７,０００円、支援分が１５３世帯で２７６万３,０００円、介護分が６７世帯で２４２

万８,０００円、トータル９３９万８,０００円の影響額という形で考えております。 

○議長（池田久男君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 今回のこの課税限度額いっぱいの引き上げによって、幸田町の世

帯全体の何％というのは答弁ができないということでありますよね。要するに、今ちょ

っと計算機を持っていないものですからわかりませんが、４,６７３世帯の１２０世帯

を割り返しすれば、単純に出てくるということでございますね。 

   それで、中間所得者層というのは具体的示していないということでありますけれども、

じゃあこの８００どれだけと、先ほどトータルの金額を言われましたけれども、８００

どれだけですよね、課税限度額いっぱい引き上げしたことによって、１,０００万円と

言われましたけれども、具体的にじゃあ限度額いっぱいの引き上げの金額は、概算じゃ

なくて、具体的に実数で出ているわけでしょう。それをもう一回、トータルで答弁して

いただきたい。 

○議長（池田久男君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（杉浦 護君） トータルでは９３９万８,０００円という数字でございま

す。 

○議長（池田久男君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 今回、中間所得者層の急激なしわ寄せを避けるということで、課

税限度額いっぱいの引き上げを実施をするよと。それによって９３９万８,０００円の

増収を見込むということで提案をされた議案でございますけれども、しかしこの中間所

得者層の具体的な所得については答弁できないという内容でございます。 

   じゃあお聞きをいたしますけれども、この限度額いっぱいの所得金額は、これはいか

ほどかということでございます。 

○議長（池田久男君） 答弁を願います。 

   健康福祉部長。 

○健康福祉部長（杉浦 護君） 限度額の影響を受けるラインという考え方でよろしいかと

思うんですが、例えば４人家族で、御夫婦、子供２人、固定資産が仮にないというよう

な考え方で申し上げますと、おおむね限度額でいきますと、給与控除後の金額というこ

とで御理解いただきたいのですが、８００万程度になろうかというふうに思っておりま

す。 

○議長（池田久男君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） ４人家族で８００万ほどで限度額いっぱいに達すると。要するに、

７７万円の国保税が係ってくるということでございますよね。違いますか。 

○議長（池田久男君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（杉浦 護君） 申しわけございません。この関係については、医療分とい

うことで御理解いただきたいと思います。ですから、５１万の限度額に達する世帯とい
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うことで試算をしたものでございます。 

○議長（池田久男君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 幸田町の課税限度額が３セットで引き上げられると７７万円にな

り、９万円のアップにつながるわけでありますよね。医療分というのは、要するに純然

たる幸田町の医療費分ですよね。後期高齢者支援分というのは、今までのこの医療分が

分割されて、そして後期高齢者医療制度ができたことによって、老人保健の分を後期高

齢者支援分に回してきた分だというものですよね。 

   ですから、本来、今までの分が医療分と後期高齢者支援分が、この分がゼロ歳から７

４歳までの人に係ってくる分。介護納付金、これは介護保険制度に拠出をする分ですの

で、これは４０歳以上の被保険者に係る分ですので、この世帯がある部分ですと、これ

を出さなくてはいけない。ですから、それぞれ分かれてくるわけでございますので、違

うわけですよね。 

   私がお尋ねをしているのは、この３セットで来た場合の７７万円の課税限度額に達す

る所得はどれだけかと、これを平均で出していただきたい。 

○議長（池田久男君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（杉浦 護君） この介護分、また後期高齢分、こういったものにつきまし

ては、当然、この金額よりも下回ることは間違いないわけでございますが、限度額が下

回るということは間違いないわけでございますけれども、それに伴っての所得のあり方

というものも、それに準じて下がってくるというふうに考えております。ただ、ちょっ

と数字的に細かいものまではちょっと把握をいたしておりません。申しわけなく思いま

す。 

   それから、先ほどの１２０世帯の関係の割合でございますが、割合につきましては、

２.６％、約３％が全体に占める割合というふうに理解をします。 

○議長（池田久男君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 全体の加入世帯数の２.６％が今回の限度額の引き上げの対象者

よということでございますけれども、そうしますと厚労省の示す世帯全体の４％という

のが限度額いっぱいだよということからすれば、この厚労省の考え方に基づくと、まだ

幸田町の場合ですと限度額の対象者がふえてくるというふうに考えてもよろしいのかど

うかということでございますが、そうしますと例えば国は７７万円に限度額を９万円引

き上げたわけですよね。それが４％にするということで、７７万円に引き上げた。とこ

ろが、幸田町は２.６％で限度額を既に９万円の引き上げの７７万円になったというこ

とからすれば、これは全体の幸田町の保険税が高いというふうにならざるを得ないとい

うふうに思うわけですが、そういう考え方にはならないですか。 

○議長（池田久男君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（杉浦 護君） 今回、幸田町におきましては、全体で９万円の引き上げと

いうことでございますが、国におきましては、それ以前に、改正前４７万円。失礼しま

した。ちょっと今、数字が出てきませんので、申しわけありませんが、国のほうでは、

私どもとしては、１回、この改正というものを抑えてきた、先ほど議員もおっしゃられ

たと思いますが、そういった経過がございます。ですから、今回、ちょっとその辺を飛
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び越えて一気に国に歩調を合わせたというような形になってきておるということで、９

万円という形でございます。 

   先ほども申し上げましたが、今回の限度額の改正を例えば見送った場合ということに

なりますと、限度額以下の方々に対しまして、この０.２％ほどの経費というものをま

た新たに御負担をいただくような形にもなってきます。そういったことを避けるために

も、今回の若干限度額を引き上げて、高額所得者の方々に御負担をいただくというよう

なことにもなってくるわけでございます。そういったいろんな要素もございますので、

御理解をいただきたいというふうに思います。 

○議長（池田久男君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 要するに、限度額いっぱい７７万円になる世帯の所得は幾らにな

るのかわからないと、幾らになったら７７万円が課税されるかわからないということで

すか。 

○議長（池田久男君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（杉浦 護君） 現時点におきましては、前年度所得が不確定ということで

ございます。本算定後、そういったことにつきましては確定してくるということでござ

いまして、現状での関係については、２１年度の状況を見まして、その数字をもとに定

めさせていただいているということでございますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（池田久男君） １３番、丸山千代子君の質疑は終わりました。 

   以上で、第２９号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、第３０号議案の質疑を行います。 

   １５番、大嶽 弘君の質疑を許します。 

   １５番、大嶽君。 

○15番（大嶽 弘君） 今回の工事契約については、パークアンドライドの駐車場というこ

とでありますが、この工事の発注に際して、設計とか考え方とか、そういうものについ

てお尋ねしたいと思いますが、国や県の補助金等を受けて工事を進めるということであ

りますが、環境面に配慮するとか、さまざまな要素があると思うんですが、そういうた

めに発注関係について、特に注文をつけて出したとか、進め方について、特色がありま

したら、説明をお願いします。 

○議長（池田久男君） 建設部長。 

○建設部長（鈴木富雄君） パークアンドライド駐車場の工事の設計の考え方と特色という

ことですが、ここの相見地区は、相見エコまちづくりということで、導的都市環境形成

計画という事業のもとに、環境負荷の削減というような形で進めています。 

   特に、駐車場では、舗装面積が全体で１.４ヘクタールということで、非常に広い状

況でございまして、その中では、路面の高温化、それから雨水流出の抑制という機能を

持つ透水性舗装を採用しています。 

   また、道路において歩道部ですが、雨水を保水というか、ためておく仕組みになって

いますが、そういう路面温度を低下させる保水性の舗装を採用します。 

   それから、あと環境ということで、緑化を高めているということで、ここの場合緑化

率が２５％ということで、通常の県の緑化に対する条例でいきますと１０％でいいんで
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すが、それをはるかに上回る状況で行っています。 

   それから、駐車場における照明灯については、環境配慮型を使用して節電効果をする

というようなことが主な配慮している項目です。 

○議長（池田久男君） １５番、大嶽君。 

○15番（大嶽 弘君） 雨水の雨の関係を中心に透水性、それから保水性というような説明

がありました。このあたりをもう少し具体的というか、わかりやすく説明をいただきた

いということ。 

   それから、節電効果というものも今話がありましたが、この公園地区において、照明

器具をどれぐらいつけられるのかわかりませんが、そういうものによって、本来よりも

今回の設計工事によって、節電効果、節約がどれぐらいあるのか、試算等もありました

ら説明をお願いします。 

○議長（池田久男君） 建設部長。 

○建設部長（鈴木富雄君） 舗装の種類が２種類ということで、透水性舗装というものです

が、これは舗装の粒度ですね、その中に空隙を持たせて地中まで浸透させるという舗装

です。ですから、駐車場からしみ込んで下の土質のところまで行くということで、水中

に水分を保持することによって、通常、それがまた蒸発するという気化によって低下さ

せるという仕組みです。 

   それから、保水性舗装というのは、水分を本当に舗装の中にためておくという、舗装

の間隙というんですか、すき間というのか、そういうところにためていくということで、

これも自然的に気化熱ということで、そういう中で路面を低下させるという２種類を考

えています。 

   節電効果ですけれども、ここの照明器具だけでの節電効果等は、現実に現在出してご

ざいません。相見エコまちづくりの中で、全体にほかにも雨水を利用したりというよう

なことも含めて節電効果は出してありますので、その点、詳細については、現実にはこ

の照明灯ではありませんので、よろしくお願いします。 

○議長（池田久男君） １５番、大嶽君。 

○15番（大嶽 弘君） 工事設計については、国とか県が今後も関与してくるのか、町単独

で事業を進めていくのか、そのあたりはどうでしょうか。最後の質問にします。 

○議長（池田久男君） 建設部長。 

○建設部長（鈴木富雄君） 工事の設計については、この事業、社会資本整備総合交付金と

いうことで、それの補助をやっていますが、事業主体は幸田町ですべて町で設計をして

います。 

○議長（池田久男君） １５番、大嶽 弘君の質疑は終わりました。 

   次に、１４番、伊藤宗次君の質疑を許します。 

   １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 議案関係資料にも載っておりますが、今回、１０社を指名した指名

競争入札という形で、加藤工業が落札をしたということですが、この加藤工業について

は、ちまたではいろいろな問題が指摘をされております。 

   要は、指名をする行政側として、いわゆる５,０００万円を超えるものについては１
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０社以上の指名をしなきゃならんよと、こういう規定の中で対応されたというふうにし

か私は理解をしとらんわけですが、そうしたことともう一つは、指名に当たっての一定

の要綱で示した基準をクリアしとるという逃げ道はあるわけですが、実績としてどうい

う仕事をやってこられたかというのは、ちまたの皆さんがよく承知をしとるわけだ。 

   これは既にすべての議員の皆さんが議員に就任して間もなくのころに、幸田町地域安

全ステーションというのが配付がされております。その中で、このステーションが２０

年の２月１９日に竣工を迎えましたという形の中で、総事業費が鉄骨２階建てで、建築

面積が３１.２６平米、１,６８４万２,０００円と、こういう請負金額が載っとるわけ

ですが、その安全ステーションのできばえについては、私自身もたまたま担当の委員会

に所属をしておりました、竣工式にも臨んでまいりました。物が悪過ぎる。１,６００

万円を超える事業費でありながら、この雑な工事は何だという指摘は、あなた方自身も

耳にしておられる。そういう業者を指名をされたと。指名されれば、あとはこっちのも

んだと、内容のことはともかくとしましてね。という形の中で、この業者にかかわる技

術力、力量、それにふさわしい企業としての体制が整っているのかどうなのか。 

   もっと率直に言えば、こんなものは丸投げだと。人はおらへん、重機はあらへん。そ

んなもので７,０００万円の工事を受けたって、そんなもの丸投げすることわかっとる

じゃないの。こういう指摘はございますよね。 

   そうしたときに、あなた方が、要は要綱に従って一定の条件をクリアしとるから指名

をいたしましたよというだけでは、臭い物にふたをすると。ふたをした結果、御指摘の

とおり加藤工業が取りましたよと。これは何だと。こういうものが率直に言ってあるわ

けだ。どういう答弁されますか。 

○議長（池田久男君） 総務部長。 

○総務部長（伊澤伸一君） この請負予定の加藤工業の関係のお尋ねでございますが、選定

の経過につきましては、議員おっしゃられたように、本件工事ですと１０社以上、町内

が６社以上、町外４社以内で１０社以上を選ぶという基準の該当の工事になります。 

   それで、町内業者、この金額の工事になりますと、格付はＢ格付で、さらに建設業許

可において特定建設業の許可を持っておる、そういう業者でなければならないというこ

とで、その中に加藤工業も入っておるということでございます。 

   いろいろおっしゃられたわけでございますけれども、こちらにつきましては、県等に

おきまして、客観的経営審査が行われておりまして、その点数も私どもがＢに格付をす

る６５０点以上であるということでございますので、その点について、外部でも業者的

には問題ないということであろうと思います。 

   また、技術職員等の関係でありますけれども、私どもが把握しておる限りにおきまし

ては、一級、二級、その他職員等を合わせまして１０名の技術職員がおるというふうに

承知をしておりますので、力量としても土木工事のこの程度の工事であれば十分行える

というふうに思っております。 

○議長（池田久男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） それは、答弁をする側として、自分たちの問題から含めて、それは

問題ありませんよと、要綱に従ってこの基準をクリアしとりますから、１０社の中の１
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社として示しましたよということは当たり前。あなた方が、指摘したら、お説のとおり

もっともでございます。いろんな政治的な配慮をいたして指名したなんていうことは言

わへんわな、口が裂けても言わへん。だから、そんなことを聞いとらへん。 

   私が申し上げたように、加藤工業の過去の実績、仕事のできばえ、そして陣容、結果

的にこの７億３,０００万円からの工事が受けられるかどうかと。言われたように、技

術者、監督者、それが常勤の職員でなきゃならんということね。名義貸しじゃあかんわ

けだ。ちょっと名前だけ貸してくれやと、あるいは資格証をコピーしてこっちに回して

くれんかやと。こういうことが指摘をされるような業者の指名であるよということだけ

申し上げておきます。 

   次に、今回の予算の関係でいきますと、周辺整備という形で、当初予算では、整備予

算が４億６,２３０万円、こういうふうになっとります。その整備事業の内容は、予算

書でいけば５項目にわたって書いてありますが、書いてあるだけで、金額がどういうふ

うに予算配分されているかということは明細は出ておりません。そうした点で、まずそ

の５項目、４億６,２３０万円の事業の５項目について、それぞれ予算配分がどうなっ

ているのか、答弁がいただきたい。 

○議長（池田久男君） 建設部長。 

○建設部長（鈴木富雄君） ４億６,２３０万円の予算上の事業内訳ということで、５項目

ですが、８工種に分けて金額のほうを申し上げます。 

   道路につきましては、１,４００万円、それから便所、駅前につくるんですが、これ

が２,２００万円、貯留槽、これも公園の中ですが、１,３００万円、駐輪場が５,６５

０万円、駐車場が２億１,０００万円、情報板が７００万円、散策路が３５０万円、シ

ェルターが１億３,６３０万円ということで、予算上の事業費として４億６,２３０万円

ということです。 

○議長（池田久男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） ５項目じゃなくて８項目だよと、そんなものは予算書に書いてない

ことを言っとるじゃないか。予算書は、さっき言ったように５項目しか書いてないわけ

だ。何かそういうことすると、あんたの予算書はちょっと透けて見えとるんじゃないか

なというような受けとめ方をされるような答弁はどうもならんがな。それはいいわ、内

訳の問題でね。 

   今回、先ほどの答弁の中で、２億１,０００万円が駐車場の舗装整備にかかわる予算

という形で、今回は７,３５０万円という形で、これで設計の関係資料でいきますと、

未施工という形であるわけですが、今回の７,３５０万円の施工の内容はなぜそういう

ふうにしたのか。 

   透水性、あるいは保水性、そういう形の中で舗装をするという形で、なぜそれが一気

にそういう舗装をしなかったのか。２億１,０００万円全部使えということを申し上げ

ているんじゃない。なぜ、暫定的な整備にされたのかということが１点目であります。 

   ２点目は、資料でいきますと、１６ページになりますが、この太い実践で点々が入っ

とるわけですが、その区域が整備面積ということになるというふうに私は理解するわけ

ですが、その区域面積はどれだけになりますか。 
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○議長（池田久男君） 建設部長。 

○建設部長（鈴木富雄君） まず、駐車場の２億１,０００万円の発注方法でございますが、

この２億１,０００万円の中には、工種として土木工事、それから舗装工事、それから

機械設備、電気設備等がございまして、工種によって今回発注をしたということで、今

後、そういう残りの事業についても発注するわけですが、当初、今予定しているのが、

この地区で工事本数が５件ということでございます。現在、これが発注済みということ

で、１件になれば、あと４件をまだ随時発注する予定にしています。 

   それぞれ区画整理とか、道路改良でも、下の地盤、路盤工までがいつも土木工事で展

開をして、表層は舗装工事というような分け方をしています。今回は、さらに機械とか

電気も分けて行うというような形で、当然、年度内完了は、新駅開業がありますので、

したいというふうに思っております。 

   もう一つ、未施工かということですが、それについては、この図面の中にも未施工と

いうことでフェンス等が書いてございますが、これについては、先ほど言いました、今

後発注する工事の中で、現場の進捗と合わせてほかの工事で発注をしていくということ

ですので、この図面に書いてある未施工についても、年度内の完了がされるというふう

で御理解願いたいと思います。 

   それから、整備面積でございますが、二つに分かれてございます。１６ページの図面

を見ていただいて、真ん中に相見１号線があります。これの左側のほうを北西地区とい

うことで、この面積と、それから右側のほうを南東地区ということで今後説明をさせて

いただきますが、整備面積は全体で１万８,７１７平方メートルです。それで、南東側

につきましては１万２,６３１平方メートル、北西側については６,０８６平方メートル

ということでございます。 

○議長（池田久男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） なぜ未施工なのかと言ったら、後ほど施工しますよと。そんなもの

答弁になってへんわけだ。 

   今回の工事の中で、例えば舗装の関係でも、なぜ今回、保水性、あるいは透水性とい

う舗装という関係からいけば、分けてやらなくてもいいわけだ。一括してやれば、予算

の効率執行はできるという点で、今回の工事に関係して、なぜその工事についてだけ言

えば、１７ページは未施工部分というのがあるわけだ。私はそれを言っとるんじゃない。

それを言っとるんじゃなくて、じゃあ今回の７,３５０万円で駐車場にかかわる舗装は

完璧だと、こういう理解なのかどうなのかという理解をするということには、私はこれ

はならんわけだ。 

   書いてあるように、土木工程という形で、上の全層という関係は未施工、その下の上

層とフィルター層が今回の施工分という形になりますよね。だから、何で上層部分だけ

外したのかと。上層部分にかかわる技術、あるいはそれだけの技量がないという、その

業者の請負の実態があるのかどうなのかということをお聞きしとるわけだ。 

○議長（池田久男君） 建設部長。 

○建設部長（鈴木富雄君） 今回の工事の中に舗装の表層工が入っていないかということで

ございますが、現実には、ここの絵に描いてあります上層路盤というのは、あくまでも
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砕石で、区画整理とか道路工事で言えば、土木工事の分野の施工範囲ということで、一

番上の透水性アスコン、これは合材を持っている舗装会社が行われるということで、そ

ういう工種と同時に、もう１点言えば、積算の中でそういう土木工事と舗装工事の諸経

費が異なるものですから、今回、施工も積算においても、そういうふうに土木工事と舗

装工事に分割したという状況でございます。 

○議長（池田久男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 次に、このブロック、南東だ、北西だと言っとりますが、小さいほ

うをＡブロック、大きいほうをＢブロックというふうに分けますけれども、その２ブロ

ックの中で出入り口が４カ所それぞれ設計の中ではございます。 

   そうしたときに、過去の議会の中での質疑やら答弁の経過から含めますと、ここに自

動開閉機、こういうのを入れるということですが、この関係で、ぱっと見て、ここに設

けられるかなというのは、大きいほうのブロックの比較的上のほうに２車線分といいま

すか、そういうのが分けてあるので、ここら辺が開閉機がつけられるのかなというよう

な想定もするわけですが、そうしたときに出入り口が４カ所あると。４カ所とも開閉機

をつけるという選択肢もあるだろうと。しかし、そうしたときに、じゃあ開閉機をつけ

たときに、ここに人を配置しなかったらどうするのかと。 

   機械ですから、手違い、間違い、勘違い、人間でもあるように、トラブルがしょっち

ゅう起きるわけだ。そうしたときに、トラブルがあったら、開閉機を壊して出てくださ

いよと、こういう形にはならんはずなんだ。 

   そうしたときに、ここには常駐をする駐車場担当の職員がいなきゃいかん。別に、町

の職員ということを言っとるんじゃないですよ。そういう人が配置されなきゃいかん。

そうしたときに、なぜ自動開閉機をつけるのか。無駄な投資をして、雇用も確保もでき

ないような、高齢者という形で言うと御無礼に当たるかもしれませんが、ここには高齢

者の人たちがその働く場として雇用の場が確保されてくるだろうという期待はたくさん

持っておられる。そうしたときに、開閉機を設けますので、１人か２人おれば上等です

よと。こういうやり方をしていくというのが自動開閉機を設けよという主張の論点であ

ります。 

   そうしたときに、自動開閉機と雇用の創出という点からいけば、私は相矛盾する内容

だと。そうした点では、どういうふうな対応を今後されていくのか、答弁がいただきた

い。 

○議長（池田久男君） 建設部長。 

○建設部長（鈴木富雄君） まず、１６ページの図面を見ていただきたいと思いますが、そ

れぞれの出入り口が少し書いてございませんので、今、伊藤議員が言われますＡブロッ

クが左側の北西ということで、これについては、下の開け口から入り口で、上が出口と

いうことです。南東側につきましては、右側のほうでございますが、下が出口で、上が

入り口ということでございます。基本的には、駐車場内は時計回りの進行をするという

ような形でございます。 

   それで、自動開閉機は両側に、入り口部分に１カ所ずつ設置をする予定になってござ

います。 
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   なぜ自動開閉機かということですが、ここ、５００台が両方で駐車をされるというこ

とで、特に駅前ということで、時間も集中するというようなことで、人的な采配よりは、

現在ではこういう駐車自動開閉機というのが設計上よく使われている状況で、本町にお

いても最大の駐車場ですので、この機械を設置することにしました。 

   当然、自動開閉機ですので、幸田駅西みたいに雇用というんですか、そういう人がつ

くということはございません。これについては、駐車券の管理とか、お金の管理等は、

すべてそういう業者に管理する予定でございます。 

   雇用については、朝、非常に混雑時にこういう機械が円滑に動かない状況、券の出し

入れに戸惑う状況等が想定されるということで、これも過去の協議会の中で、そういう

混雑時の対応ということで、町としてはその補助員を時間帯でつけていきたいというこ

とを今考えています。 

   ですから、議員言われるように、この駐車場だけでは数人の雇用しか得られないと思

いますが、ただ駐車場は広いんですが、草刈りとか、清掃とか、そういうのではシルバ

ーのほうへ委託をしたいなというふうに思います。 

   さらに、この駐車場以外に新駅周辺の施設、例えば自由通路、それから駅周辺の駐輪

場、それからバイクをとめるところ、それから公園、トイレということで、いろいろな

施設が集中していますので、この駅を中心としたすべての施設を今後一体的にどのよう

に管理するかということも考えていきますので、そうしますと、この中で若干新たな雇

用というのは創出できるのではないかというふうに思っています。 

○議長（池田久男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 出入り口は４カ所あるよということですが、あなたの説明でいきま

すと、入り口には設けるけれども、入り口というのは２カ所あるわけだ。Ａブロック・

Ｂブロックそれぞれ１カ所ずつの入り口がある。そこには開閉機は設けるけれども、出

口の２カ所についてはフリーパスだよという形の中で、人間みんな賢いものですから、

入り口を通っていけば開閉機がある。出口はもう開閉機はフリーパスだと言ったら、出

口から入って出口で出てくれば、ただだわ。 

   人間の性善性と性悪性と、いろいろな形があります。そういう形で知恵が働く人は幾

らでもある。あそこはいいぞ、出口から入って出口から出れば、フリーパスだというこ

とと、混雑時には人を置きますよと言ったけれども、機械のトラブルは、混雑しとった

らトラブルしようと、暇なときはあくびして快調、快調という機械なんかあるのか、そ

んな機械。 

   機械は四六時中トラブルが起きますよという前提で、どういう体制をとるのかという

ことなんです。そうしたときに、混雑時だけ何とか人は置くけれども、あとは知らんぷ

りだと言ったら、壊されるがや。そうしたときに、どう雇用対策をしていくのかという

ことは非常に重要なものですよ。 

   今、高齢者が、先ほど申し上げたとおり、年金がどんどん減らされてきたときに、生

活上の問題もあるけれども、一日じゅう家でテレビにお守りされているようなことをや

っていたら、心と体が腐っていくだけだわ。いかにして外へ出て、自分の社会的役割を

どう果たしていくかという雇用の場を、金銭の問題じゃなくて、行政が確保していくか
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というときが一番大事なんですよ。それを業者に、金もうけでがっとやるのか、シルバ

ーという、それが具体的にそういうことなのかどうなのかはともかくとしまして、高齢

者の働く場、健康の場をこういう機会につくっていくという選択肢、政策の問題は出て

こないですか。 

○議長（池田久男君） 建設部長。 

○建設部長（鈴木富雄君） 出口のほうにはつけないということで、当然、これが社会資本

整備総合交付金という形で、補助金の対象という、当面は入り口だけにして、特に南東

側でも２列になっていますが、将来、車の増加とか、そういう出入りに支障を来すとい

う点になれば、一応、もう１機つけられるようにはなっていますし、それから出口でそ

ういう問題が出れば、またそれなりの対応を当面はしていきたいというふうに思います。 

   現時点で、先ほど混雑時ということで一言言いましたが、混雑だけでなく、例えば車

をどこにとめていいのかわからないという、駐輪場内で迷う方も多々見えると思います

ので、そういう点では、この駐輪場の供用に向けてどのような問題が発生するかは、関

係各課と調整しながら問題点を明確にして対応をしていきたいというふうに思っていま

す。 

   さらに、雇用についても、まだそういう施設をどのように、先ほどシルバーというこ

とを申しましたが、これは一例でございますので、そういう中で、雇用対策という点で、

できるものがあれば今後考えていくと、早急に、この来年が当然供用ですので、それに

合わせて具体的に考えていきたいというふうに思います。 

○議長（池田久男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） つまり、出口には開閉機はつけませんから、どうぞ出入り御自由で

すので、ぜひ利用してください。ただですよと、こういうことですね。 

   そうしますと、あなたの言ったように、ここを定期利用と時間利用という形の区分の

仕方もできると思うんですよね。 

   そうしたときに、定期・時間利用の問題も絶対出てくると思うし、例えばＡブロック

に入ったら、満車だがやと出ていこうと思ったら、入っていったけれども、入り口から

ちゃんと金払って入っていったら、あかんからと、今度は出口から入って違うＢブロッ

クのほうに入っていったら、二重取りになるがな、金がね。こんなもの、フェンスでぱ

っとやっとるから中の状況というのは全部見れへん。空きスペースがあるかどうかもわ

からん。入ってみた途端に、空きスペースはありませんと、もう一度お金を払ってくだ

さいよと。こういう形になったら、悪徳商法ここにありということですよ。ということ

ですから、これは人がカバーをしなきゃならんような状況がある。 

   こうしたときに、開閉機だ、開閉機だなっていう、要らん金使って、雇用も、いろん

な問題を起こすような、そういう自動開閉機は設置すべき内容ではないということを申

し上げて、次に移ります。 

   Ａブロックの上のほうに企業用のバス回しがあります。その中で、既にこのバス回し

の関係が計画がされておりますが、ここでこのバス回しを利用する状況というのは、企

業用ということが書いてありますから、企業がもう既に名乗りを出て、ここの関係で、

我が社がバスを何台回すよと、あるいはマルペケ観光社が、幸田の駅前じゃ、皆さん不
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評買っとるもんだな。そこへ回しますよというような形の中でここの関係は利用されて

くるわけですが、そうしたときに、特に企業用のバス回しということでいきますと、幸

田駅への影響分というのは必ず出てきます。そうした点は、もうこうした設計をされる

段階でカウントされておられるのかどうなのか、答弁がいただきたい。 

○議長（池田久男君） 総務部長。 

○総務部長（伊澤伸一君） 大手企業に意向の聞き取りをいたしております。 

   その中で、企業の中で、こちらをぜひ利用したいというふうに名乗りを上げておられ

るところは、現在のところございません。ダイヤの利便性が幸田駅よりもよければ考え

るという企業が１点と、それから費用対効果等を見て検討したいと、こういう業者があ

ります。 

   それから、この地区に企業バス等のエリアを設けたことにつきましては、警察等との

協議結果でございまして、現在、将来に備えてのことでございます。 

   また、幸田駅との関係でございますけれども、当然、一定程度、幸田駅の乗降客は減

るかと思いますが、こと企業の送迎については、先ほど申し上げましたように、はっき

り相見のほうへ移るというふうにおっしゃっておられるところはございませんので、今

のところ不明でございます。 

○議長（池田久男君） 建設部長。 

○建設部長（鈴木富雄君） 先ほどの答弁の中で、出口のほうにも自動開閉機をつけるとい

うことで、大変申しわけなかったです。 

   入り口のところについては、南東側ですが、２カ所予定ですが、当面は１カ所という

ことですので、東西、それぞれ出口・入り口に１台ずつ開閉機をつけるということで、

よろしくお願いします。 

○議長（池田久男君） １４番、伊藤宗次君の質疑は終わりました。 

   ここで、途中ではありますが、昼食のため休憩といたします。 

   午後は、１時より会議を開きます。 

                             休憩 午前１１時５５分 

─────────────── 

                             再開 午後 １時００分 

○議長（池田久男君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   次に、６番、都築一三君の質疑を許します。 

   ６番、都築一三君。 

○６番（都築一三君） 私は、入札執行調査について御質問をいたしたいと思います。 

   町内指名入札者において執行された価格等についてお尋ねをしたいと思います。 

   １回目の入札で落札者が決定したことは非常に喜ばしいことでしょうが、各社が見事

に足並みがそろった金額で入札がされていまして、感心しておりますが、私たち住民に

とりましてはわかりにくい点がございますので、質問をいたします。 

   この予定価格が最も基本になって、我々が値打ちな金額で落札が行われたなという目

安になるかと思いますが、この算出した基準になる資料は何か、お尋ねをしたいと思い

ますし、またどなたがこの予定価格は算出してみえるのか、お尋ねしたいと思います。 
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○議長（池田久男君） 総務部長。 

○総務部長（伊澤伸一君） まず、１回目で全社落札しておりますのは、予定価格を事前公

表をしておりますので、それ以下の価格ですべての指名業者が応札されたということで

あります。 

   それから、予定価格の設定の方法でございますけれども、これにつきましては、実際

行われる工事等につきまして、設計につきまして、設計等は設計単価で県の出しており

ます、そういうもので算出されるわけでありますけれども、さらにそこから需給状況で

すとか、取引の実例価格等をしんしゃくをいたしまして、町長が決定をされております。 

○議長（池田久男君） 建設部長。 

○建設部長（鈴木富雄君） だれが算出したかということですが、都市計画課のほうで担当

しますので、都市計画課の職員が愛知県の積算基準に基づいて積算をしました。 

○議長（池田久男君） ６番、都築君。 

○６番（都築一三君） 建設課のほうでやっておられるということでございますが、我々住

民にとっては、非常にそれぞれの専門分野でございますので、非常にわかりづらい点が

ありますので、この辺の基準というのが非常にわかりにくくて、もうちょっとわかりや

すい何か資料なりがあるといいなというふうに思いますが、この予定価格がいろいろと

新聞等々で漏れてしまったとか、そんなような疑惑も聞いたこともございますが、こう

いったものは、保管といいますか、予定価格が漏れないようにいろんな配慮が行われて

おるんでしょうか。 

○議長（池田久男君） 総務部長。 

○総務部長（伊澤伸一君） 予定価格につきましては、先ほども申し上げましたが、町長が

決定をいたしましたら、最低制限価格ともども決めていただいて、財政課長が適切に保

管をしております。 

   予定価格につきましては、事前に公表しておりますけれども、最低制限価格等につい

ては、これは公表しておりませんので、厳重に保管をさせていただいております。 

○議長（池田久男君） 建設部長。 

○建設部長（鈴木富雄君） 基準をわかりやすくということですが、これは愛知県の建設部

が発行しています、そういう歩掛というんですか、この工事をやると何人で現場ができ

るかという、そういう歩掛と、あとそれぞれ材料の設計単価等が県下で決められていま

すので、その内容に基づいて行っています。愛知県の自治体、半分以上がそのシステム

で対応しているという状況です。 

○議長（池田久男君） ６番、都築君。 

○６番（都築一三君） 全くの新人でよくわかりませんが、入札者におかれましては１０社

載っておりますが、町内業者を育成すると、町内業者からなるべく仕事を受けてもらっ

て、町内業者が立派に育つようなこともあるのかなと思いますし、また町外の業者も３

社入っておるわけですけれども、この辺の入札者をどのような選考基準で、この工事以

外でも配慮してみえるのか、教えてください。 

○議長（池田久男君） 総務部長。 

○総務部長（伊澤伸一君） 入札業者の選定につきましては、指名業者を選定するための委
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員会を設けております。そちらで工事、あるいは工事の金額、あるいは工種、それに応

じて、幾らまでの規模の工事であればどこまでの業者が入札参加させることができるか

というのを、ランクづけをあらかじめ行っております。 

   今回の工事の場合ですと、全体で１０社以上を指名をしなければならないと、そのう

ち６社以上を町内で、４社以内を町外でと、こういう決めになっておりまして、私ども

の町内に該当する工事をやれる規模の業者がおれば、できるだけ町内に入札の機会を与

える、そのような考え方で選考をしております。 

○議長（池田久男君） ６番、都築君。 

○６番（都築一三君） いろいろと基準とか、いろんな制約があるのだと思います。いろい

ろと予算も緊迫した、この町の予算でございますので、少しでも値打ちな、本当に基準

に正確に工事がなされることを住民として望んでおると思います。私もそのとおりだと

思います。 

   こういった入札ということがなかなか住民にとってはわかりにくい点がありますので、

これからもこの基準というものをもうちょっとわかりやすく、住民にもわかりやすいよ

うな基準が明確になってくると、非常にこの金額が今回７,０００万円、最低でござい

ますが、最大でも７,１３０万円という拮抗した各社が入札を行っておられますので、

特にこの基準というものから値打ちになっておるからこれでいいではなくて、この落札

が最低の価格が落札するんだという基準もあるんでしょうか。 

○議長（池田久男君） 総務部長。 

○総務部長（伊澤伸一君） 落札者を決定するには、まず予定価格以下でなければならない。

それと、あと最低制限価格を設定してございますので、粗悪な工事を行わないように最

低制限価格が定められておりますので、その範囲内で応札をされた業者の最低価格者と

契約を結ぶ、それが契約の基本であります。 

○議長（池田久男君） ６番、都築君。 

○６番（都築一三君） そうしますと、この予定価格が７,５６０万円になっておりますが、

最低価格といいますか、これより下回った場合は、もう一回入札が行われるんでしょう

か。最低価格が今ここにはありませんので、わかりませんが。 

○議長（池田久男君） 総務部長。 

○総務部長（伊澤伸一君） 議員おっしゃられるのは、最低制限価格のことかなと思います

けれども、例えばこの工事の場合、予定価は７,５６０万円で、仮にの話ですけれども、

最低制限価格を５,０００万円と設定をしたとしますと、４,５００万円で入札を入れら

れた方は、これは失格でございます。その次に、例えば５,５００万円とかの業者がお

れば、その業者と契約をすると、こういうことになります。 

○議長（池田久男君） ６番、都築君。 

○６番（都築一三君） はい、わかりました。 

   こういった設計において、金額ですね、この予定価格等、そういったものについて、

先ほど申し上げましたように、この工事は本当に値打ちにやっているんだなということ

がわかるような方法がもしあるといいなというふうに私は感じましたので、今回の質問

にさせていただきました。 
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   私の質問は以上でございます。 

○議長（池田久男君） ６番、都築一三君の質疑は終わりました。 

   次に、１３番、丸山千代子君の質疑を許します。 

   １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 全体の総事業費と未施工分の実施時期についても、午前中の質疑

の中で明らかにされましたけれども、その中で、総額４億６,２３０万円、これが８工

種に分けて施工されるということでございます。事業が８分割されて発注されるという

ことでございますが、これを産業建設委員会の審議のときまでにきちっと資料として提

出をしていただきたいということでございますけれども、それはよろしいでしょうかと

いうことでございます。 

○議長（池田久男君） 建設部長。 

○建設部長（鈴木富雄君） ４億６,２３０万円、８工種でございまして、今回、工事につ

いては、駐車場関係は５件を予定しています。そのうち１件が発注済みで、今後、４件

を工事発注する予定ということで、その残りの状況について、まだ若干、しっかり４件

についてどういうふうに発注するかというのは、現時点で決めてございませんので、委

員会にということの資料についてはちょっとできない状況でございますので、よろしく

お願いします。 

○議長（池田久男君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） この先ほどの８工種に分けられた金額で見ますと、入札をしなけ

ればならないのはシェルター、これも入札といいますか、議会にかけられる内容かなと

いうふうに思うんですが、こうした総事業費の中で再分割をされて工事発注をするとい

う、そういうような内容になっているわけでございますので、この再分割することによ

って全体工事費が割高になるんではなかろうかと、こういうふうに思うわけであります

けれども、その辺はいかがかということでございます。 

   それから、今回の入札執行調書を見させていただきますと、先ほどの都築議員が言わ

れましたように、金額がずらずらずらっとだんご状態になって並んでいると。その落札

率を見ますと、予定価に対して９３.３８％というふうになっております。最近の傾向

からすれば、これは落札率が高どまりじゃなかろうかというふうに思うわけであります

けれども、これはどうだったのかなと非常に思うわけであります。 

   ですから、そうした点におきまして、この分割することによって、この予算額を金額

が高どまり傾向になるんではなかろうかということが感じられました。その点について

の説明がいただきたいということでございます。 

   それから、安ければいいという問題でもないわけでありまして、あの地域一帯が液状

化が心配される地域でございます。 

   今回の東海地震の想定でも、あの相見地域は液状化の可能性があるというふうに心配

をされている地域でありまして、そのために水道管の配水管を耐震化対策をしながら施

工している状況でございます。 

   そうした点におきまして、この駐車場が液状化の対応、耐震化はどうかということで

ございます。その点について、あわせてこの今回そうした点が盛り込まれたのか、お尋
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ねしたいと思います。 

○議長（池田久男君） 建設部長。 

○建設部長（鈴木富雄君） まず、今後の工事発注、先ほども言いましたけれども、４件と

いうことでございます。今、工種でいけば３５０万円から１億３,０００万円まであり

ますが、この中でも、基本的には分割の仕方としては、土木工事、それから舗装工事、

それから機械の設備工事、電気の設備工事というような形で分ける予定にしております

ので、今言えるのは、駐車場の舗装工事については、工事案件として５,０００万円以

上を超えますので、これについては議会案件ということで、また次回の議会の中でお願

いすると。 

   あと、機械とか電気等については、現在、見積もりというんですか、設計にしますの

で、その時点ではすべて入札という形で、議決案件ではないですが、発注をしていくと。 

   シェルターについては、今、１億３,０００万円ですが、実は現時点の社会資本整備

総合交付金の内定額からいくと、この１億円ほども現実にはできないだろうというふう

に今思っています。 

   それは、今までどうしてもやる工事の積算を見て、残りの予算がどの程度いけるのか

という判断の中で決まってくるということで、現在の予算だけであれば、シェルターに

ついては、今年度施工せず次年度になるんではないかという状況だけ御報告をさせてい

ただきます。 

   それから、液状化の可能性ということで、駐車場工事の液状化対策をとっているかと

いうことでございますが、本地区の土質というんですか、造成高から実は２.８メート

ルについては、粘性土というんですかね、普通の土が行ってございます。その下の２.

８メートルが砂質土でございます。それより下は沖積層ということで、ですからこの２.

８メートルの砂質土が液状化になるという恐れがあるということですが、一般的にはそ

う言われています。 

   今回、だけれども、この駐車場地区においては、２.８メートルの粘性土が砂質の上

にあるということで、重量的にも当然粘性土のほうが重たいという中では、これが結構

遮断層になるというような見解も持っています。 

   ですから、今回、東日本大震災のように地中から水がぱっと噴き出てくるような現象

というのは、それほど今回考えられないんではないかということで、現状としては、液

状化の対応はしてございません。 

   ちなみに、土木設計工事において、現在、液状化を考えているのは、設計等で配慮す

るというのは、橋梁とか、それから擁壁が８メートル以上とか、大きなボックスについ

ては、壊れたらすぐに復旧できないという重要構造物という位置づけで液状化を考慮す

るというふうになってございます。 

   ですから、今回、駐車場にある縁石のブロックとか、Ｕ字溝の３００等は簡易構造物

ですので、そういうものについても耐震化に伴う対策はしてございません。 

○議長（池田久男君） 総務部長。 

○総務部長（伊澤伸一君） 落札率の関係でございます。 

   高どまりとの御指摘でございますけれども、私どもとすれば、適正に設計をし、その
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上で予定価格を設定をしておるわけでございまして、応札される業者さんの、他社の入

札動向とか、そこらもあわせながらできるだけ利益が出るような形での応札をされる結

果だと思います。 

   それ以上、私どもでは、今、何とも申し上げられません。 

○議長（池田久男君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 液状化の件でございますけれども、２.８メートル下の砂質土の

上には粘土層があるということで、液状化にはなりにくいよということで対応はしなか

ったということでございますが、そうしますと、水道の配管との液状化の可能性がある

ということで、配管を埋設をしているという、これとの整合性はどうなるかということ

でございます。 

   駐車場だから、さほど復旧に時間がかからないから大丈夫だと、こういうことで耐震

化というか、液状化対策、耐震化対策はさほど神経質にならなくてもいいよということ

なのかどうなのかということでございます。 

   それから、耐震化対策は割と簡単にできるそうでございますので、そうした点におき

まして、工法的にはさほど難しい技法ではないということでございますので、やはりそ

うした、それに費用もさほどかからないということからすれば、粘土層があるから大丈

夫だということではなくて、あそこを調査してきた結果、そのような液状化の可能性が

あるというような地域というふうに指定をされているならば、やはりきちっとやってい

くべき必要性があるのではないかというふうに思います。 

   ましてや、３連動の大地震が来るということが、３０年以内には８７％と、こういう

ような予想が出ているならば、後々の大変な舗装が盛り上がったり、地盤沈下したり、

使えないというような事例になる前にやはりやっていくべきではないかと。特に、液状

化のおそれがあるという地域でございますので、そうした面からもきちっとそうした対

応をすべきではないかと、それの安全性が確認されなかったらやるべきではないという

ふうに思うわけであります。そうした点で、やはりきちっとわかっているなら対応すべ

きだと思います。 

   それから、落札率が高どまりということでございますけれども、確かに業者も利益を

出さなければならない。それはわかっているわけでありますけれども、しかしながらこ

の入札の結果調書を見ますと、１３０万の中にだんご状に押し込まれて、そして７,０

００万円で落札をすると、こういうような高どまり傾向の入札執行調書が見受けられる

わけでございますので、そうした点からすれば、この予定価の立て方がよかったのか悪

かったのかと、どうだったのかということでございます。その点についてお尋ねします。 

○議長（池田久男君） 建設部長。 

○建設部長（鈴木富雄君） 液状化の対策ですが、まず液状化には、現在、工法としまして

は、均質な砂の層をすべて取り除くという状況、例えば今回で言えば２.８メートルの

層をすべて撤去して入れかえるという方法、それからパワーブレンダー工法という工法

があるんですが、これは地盤改良です。これは、新駅の退避場のレールの下はこの地盤

改良で行っています。実は膨大な費用がかかっていますので、そういう点では、この耐

震化に伴う工事費というのは、まだまだ一般的に行われていないというふうに思います
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ので、多額な費用がかかるというふうに判断をしています。 

   現在、そういう耐震化を行うかどうかということですが、やはり国の補助金を得てい

る事業ということもあるんですが、こういう事業、例えば簡易構造物に対して耐震化を

含めて工事をした場合の金額をはじいた場合には、必ず下に埋まっている耐震化のほう

がお金がかかるというようなこともあります。 

   そういう点では、そこら辺の比較をして、今の土木事業では、当面はこういう簡易構

造物については液状化対策を配慮せずに設計していいというふうになっているのではな

いかと。さらに、先ほども言いましたけれども、こういう簡易構造物については、復旧

が早いということで、そういう震災のときでも早く使えるようになるということもあり

ます。 

   ちなみに、ディズニーランドもこういう液状化現象になって、どういう対策をしたか

と言うと、亀裂が入ったところには砂を入れたり、それから建物のところについては、

すべて地盤改良がやってあって、現実には建物は壊れなかったというようなこともあり

ます。 

   だから、お金をかければ、当然、耐震・液状化現象は耐え得るというふうには思って

いますが、当面の今の公共事業の現段階での設計を考慮すると、重要構造物だけを考え

るのかなというふうに思っています。 

   それと、水道管の話がありましたけれども、水道管は今耐震化をやっていますけれど

も、これは液状化だけではなく、管の構造についても耐震化を深めているということだ

と思いますので、ただ線になっていますので、全線がここも液状化というふうにはなっ

ていない状況だと思いますので、今回、駐車場みたいな場所については、調査をすると

液状化の恐れはあるという判断ができ、水道では長いスパンですので、そういう液状化

対策というのはしてみえんのではないかなというふうに思います。 

○議長（池田久男君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（烏居元治君） 上水のほうの耐震の部分で議員さんのお話がございますの

で、私どものほうから少し補足をさせていただきたいと思います。 

   今、建設部長が申し上げましたように、私ども上水のほうにつきましては、平成２１

年から第３受水点の整備ということで、耐震等の整備を行ってございます。 

   この第３受水点というのは、北部のほうから水を配水いたしまして、特に災害時等、

収容人員が１万５,０００を超す見込みでございます。防災計画にございます北部中学

校、あるいは幸田高校、そして幸田小学校と、これら重要な施設への給水、それが耐震

化等がされてございません。その道中の部分において、今、話題にも出ておりました液

状化の部分、これも防災計画の中で集落の周りを通る部分でございますので、そういう

こともございまして、この幹線をなす耐震化ということで、現在、整備を進めさせてい

ただいておるものでございます。 

○議長（池田久男君） 総務部長。 

○総務部長（伊澤伸一君） 予定価格の設定と落札価格との関係であります。 

   予定価格がその工事に対してより適正な価格、業者に大きな利益が出るわけでもない、

赤字が発生するわけでもないという、そこら辺のところであれば、今回のような予定価
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格に近いところでの落札に集中するというのは、これはやむを得ないことかなというふ

うに思います。 

○議長（池田久男君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） これから８工種に分けてそれぞれ入札が行われるわけでございま

すが、それぞれについて、こうした落札が高どまり傾向ということであるならば、私は

予定価の立て方にも問題があり、そして一括発注になぜしなかったのかという懸念が町

民からも出てくるのではなかろうかなというふうに思うわけでありますが、そうした点

で、わざわざこの８工種に分けた、その理由についてお尋ねしたいと思います。 

   それから、進入路と安全管理面についてでございますけれども、進入路の出入り口が

４カ所あって、それぞれに基づいて進入していくわけでございますけれども、先ほど午

前中の議論の中で聞いておりますと、入り口のところでお金を支払うというふうなシス

テムだと言われましたけれども、そうしますと例えばこれは定期利用ということで考え

ておられるのか、それとも時間利用なのか、利用形態によって変わってきますよね。 

   例えば一日利用だと、そのときに払えば、それは何時まで置いておこうと、金額は一

定だと。しかし、時間利用にすると、帰りのほうで払うというふうなのがいいというふ

うにもなります。 

   私、先ほど聞いておりましたら、この入るときにお金を払うシステムだと、逆に混雑

するんではないかというふうに思うんですね。朝の時間帯の大変なときに一々お金を出

し入れして入っていくというふうなのですが、１台当たり何分、お金のカウントがどれ

ぐらいかかるかわかりませんけれども、逆に入るときに混雑をしてくるということで、

改めて見直していく必要があるんじゃなかろうかというふうに思うわけであります。そ

うした点で、やはりこの自動改札というのはいろんな問題点も含んでいるということが

指摘できるのではないかなというふうに思います。 

   それから、進入路でございますけれども、この進入路を見ますと、何かちょっと図面

でありますので、わかりにくいわけでございます。そうした点で、やはりこうした大き

な駐車場になれば、利用する側も戸惑いがあるもんですから、安全管理の面からも非常

に問題も多いということからすれば、ちゃんとした誘導の表示というものも必要だとい

うふうに思います。そうした点で、安全管理面の対策はどのようにしていくおつもりな

のかを伺いたいと思います。 

○議長（池田久男君） 建設部長。 

○建設部長（鈴木富雄君） まず、工事の発注ですが、８工種というのは、あくまでも予算

上で申し上げまして、工事については５件の発注予定です。１件が発注済みで、後ほど

４件を発注するということで、これの工事の決め方については、舗装については議決案

件になるということで、あとのものについては、工種で、土木工事とか機械等の組み合

わせによって、工種を二つを一つにしたりというような形で、全体では、今後４件の発

注にしていきたいというふうに思っています。 

   それから、定期利用か時間かということで、そういうのがゲートが同じかということ

ですが、現在は同じところで行います。 

   その内訳も当然あるわけであって、今、定期利用をどこの場所にするか、時間割りを
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どこにするかというのは、今、関係課との協議中ですので、そういう点で、利用勝手が

よくなるような感覚で進めていきたい。 

   特に、朝の混雑ということで、この図面ではちょっとわかりにくいんですが、南東側

の駐車場からゲートまで行くのに約６台分の停車ができるようにしてございます。南東

側のゲートの位置まで。それから、北西側の駐車場では、２台分が停車できるように奥

のほうにゲートをつくって、混雑を少しでも解消しようというレイアウトになっている

という点で、安全面に配慮をしてございます。 

   それから、安全管理のほうですが、照明灯は駐車場内に設けます。それから、防犯カ

メラについても、現在、まだどこに設置するかはまだ設計中ですが、最小限、人通りが

あって暗やみになりそうなところについて、防犯カメラも今年度で設置をしていくとい

うようなこと、それから車での安全ということであれば、補助員以外に場内の整理員等

も今後検討をしていきたいと。具体的に、来年の開業に向けて整理をしていきます。 

○議長（池田久男君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 安全面でございますけれども、こと大きな駐車場になりますと、

防犯上も非常に大きな問題というふうになってまいります。そういう点からしまして、

やはり女性専用エリアというものもつくっていくべきではなかろうかというふうに思う

わけであります。 

   現在、幸田駅の駅西は余りそうした配慮もされなくて、何度も申し上げて、ようやく

少しずつではありますけれども、そうした認識もされつつあるわけでございます。 

   今回のこの相見新駅の駐車場にしましては、かつてない大きな駐車場となるわけでご

ざいます。そうした点からすれば、駅からも少し離れている状況の中で、こうしたエリ

アを最初から女性専用エリアというような形の中で優遇措置ではありませんけれども、

問題の起こらない、そうした安全対策の観点に立って対応していっていただきたいとい

うふうに思いますけれども、そうした考えはこの中には生かされているわけでしょうか。 

○議長（池田久男君） 建設部長。 

○建設部長（鈴木富雄君） 安全面について、特に防犯ですが、現在、女性の専用エリアと

いうことは配慮してございません。しかしながら、照明灯を何基とか、防犯カメラによ

って全体が安全でいけるようには当然設計として工事発注をしていきます。 

   今後、この中でどうしても女性専用エリアというのが必要ということになればやりま

すが、現実には考慮していませんので、今から設計段階で、そういう点も踏まえて、実

施に向けて整備をしていきたいというふうに思います。 

○議長（池田久男君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 当初からそういう考え方のもとに整備をしていかなければ、後追

いになってなかなか実現ができないというふうになってまいります。特に、防犯カメラ

を設置してあるから安全面では大丈夫だというふうに言われますけれども、防犯カメラ

がなくても問題が起こらないと、こういうような点からすれば、女性専用エリアをつく

ることによって、その移動時間が短くなる。そのために、そこで短い期間の中で犯罪が

抑止できると、こういうふうにもなりますので、ですからやはりこのホームから近い位

置の中で女性専用エリアをつくりながら、そして防犯対策として、後々事件が発生しな
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い、そうした取り組みを最初から、対策をするのではなくて、まずそうした犯罪が起こ

らない駐車場づくり、そういうものを対応していくべきだというふうに思います。 

○議長（池田久男君） 建設部長。 

○建設部長（鈴木富雄君） 当然、つくる以上は安全な施設というのは原則でございますが、

それに至るまでには、やはり利用者とか、現在の駅西の利用状況と調整する項目等もご

ざいますので、そういうのを踏まえて、今後、実施に向けて整理していきたいというふ

うに思います。 

○議長（池田久男君） １３番、丸山千代子君の質疑は終わりました。 

   以上で、第３０号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、第３１号議案の質疑を行います。 

   １５番、大嶽 弘君の質疑を許します。 

   １５番、大嶽君。 

○15番（大嶽 弘君） 補正予算の関係で、歳出、消防費、発電機の関係ですが、まず前回

の説明会におきまして、バルーン発電機を購入するという話がございました。このバル

ーン発電機というものについては、私、見たこともないし、触ったこともないし、わか

りませんが、全体の今回の補正予算９００万円のうちでこのバルーン発電機を購入する

という話でございました。 

   実際に、この発電機の価格というのは幾らで想定をしているのか。それから、明るさ

とか音とか、そんなようなものについて、実際のものを確認されておれば、そういうも

のも披露していただきたいということであります。 

   それから、このバルーン発電機というのは避難地用ということでありましたが、これ、

有効活用と言うと、避難があったときに有効活用になるわけで、そんな有効活用はない

ほうがいいわけでありますが、なければないで買った意味がないということであります

が、そういう意味で、こういうものをどういうふうに活用していくのか、予算を使って

も無駄ではなかった、こういうものもよかったなというものを示したり使っていくため

に、どういうような活用方法を考えて購入発想をされたのか、その辺の説明をいただき

たいと思います。 

○議長（池田久男君） 消防長。 

○消防長（近藤 弘君） それでは、今般の補正について説明させていただきますと同時に、

今のことについてお答えさせていただきます。 

   今般、９００万円の補正をさせていただきました。その内訳たるや、補充した各応援

に行きましたところの東日本へ支援した物資の補充と、今言われる発電機等々でござい

ます。 

   この発電機等々につきましては、期間避難所４カ所へつける想定をいたしまして、４

セットを考えております。発電機が１台とバルーン型の投光機を二つ、これを１セット

として４カ所へ設置する考えでございます。 

   金額につきましては、発電機が１台４０万円、バルーン１機が３４万円、２機ですの

で６８万円、１セットとしては１０８万円ほどと想定はしております。１０８万円の４

セットでございますので、それ掛ける、消費税を入れますと４５３万６,０００円とい
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うような形で考えております。 

   このバルーン型の投光機と申しますのは、あんどんだとかちょうちんのような形でふ

だんから布がおさまっておりまして、下からエアーを送りますと、風で膨らみまして、

いいのは目に優しいというか、全体がぼやけるというんですが、明るさが調整されて、

どこから見ても目に優しいようなバルーンの形をしたものでございます。 

   明るさとしましては、勤労体育館でちょっと実験をいたしまして、勤体でありますが、

真下では９６０ルクス、２０メートル離れたところでは、約４００ルクスという通常の

数値を示しております。このバルーンの下でバレーボールだとかバスケットとか、そう

いうことはちょっと無理かと思いますけれども、通常の避難に際しては支障のないもの

と思っております。でありますので、発電機を置いて、バルーン型の投光機を２カ所つ

けて、一つの避難所が生活に支所のない範囲ということで考えております。 

   それから、活用でございますが、機械器具ですので、基本的にはある程度使ったほう

がいいときもございますので、貸し出しを含め、イベント等に使用できるよう配慮して

いきたいと思っております。 

   メンテ等は消防署で行うと同時に、置くところにおいても、ある程度、使用方法を御

連絡・御指導していただいて、機械は常に動かすことも大切なことと思っておりますの

で、イベント使用にできるよう配慮すると同時、各置く箇所にもそれなりの指導をして

置くというつもりであります。基本的には、メンテ・管理は消防本部で措置していこう

と思っております。 

○議長（池田久男君） １５番、大嶽 弘君の質疑は終わりました。 

   ここで、途中ではありますが、１０分間休憩といたします。 

                             休憩 午後 １時４５分 

─────────────── 

                             再開 午後 １時５５分 

○議長（池田久男君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   次に、１４番、伊藤宗次君の質疑を許します。 

   １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 東日本大震災があった以降、こうした耐震、あるいは防災という関

係で、国民の関心が極めて強くなってきたと。こういう中で、名古屋では、太陽光発電

の申し込みをした、その日に予定をする件数の２倍の申し込みがあって、即日、もう締

め切っちゃった。後、どういう対応をするかということも言われているわけですが、そ

うした中で住宅改修ということで、今回、トータルで７８０万円の補正予算の組み立て

であります。 

   説明の中では、１８件の既に申し込みがありますよということですが、ただこの耐震

改修にかかわる補助というのは、行政当局、あるいは財政当局では、国から入ってくる

もの、県から入ってくるもの、いろいろな仕分けがしてあります。しかし、対住民にと

っては、それは行政側の勝手な都合なので、対住民に対しては、住民と言うよりは申込

者や、あるいはこれから申し込みをしようかなというふうに考えておられる住民に対し

ては、どういう統一的な対処をされるのかというのが第１点目。 
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   もう一つは、行政側、財政側として、国から入ってくるもの、県から入ってくるもの、

いろいろな内訳があるわけですが、そうしたことも含めて、答弁がいただきたい。 

○議長（池田久男君） 建設部長。 

○建設部長（鈴木富雄君） 住宅改修費補助の単町健保・国保別ということで、財源では３

種類ございます。 

   それで、住民の方への補助額については、すべて９０万円の補助でございます。内訳

というんですか、単独の場合は９０万円が単独費で６件、それから９０万円が県費補助

で４件、それから３０万円の国費と県費補助の６０万を足して９０万というパターンが

８件で、合計１８件でございます。 

   ちなみに、この３０万円の国費につきましては、平成２２年度の繰越明許費２４０万

円で、国保率が１００％のものでございます。 

   それと、あとこれからの申し込みについては、現実にこの平成２２年の３月に実はこ

の上乗せ３０万円の募集をいたしましたので、現在も非常に住民意識が高いということ

で、再度、こういう震災の意識の高まりの中で宣伝をしていきたいというふうに思って

います。 

   その方たちといろいろ年度内にできるかとか、そういうようなことも含めまして調整

して、予算の補正も対応を考えているところです。 

○議長（池田久男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） つまり、いろんな内訳があるにしても、対住民に対しては９０万円

という補助ですよと。それに魅力を感じたという言い方が適切かどうかは知りませんが、

申込件数が予算の枠をオーバーをしているという中で、しかしせっかく申し込まれた人

を、線を引いて、あんた落ちちゃったよという形ではなくて、申し込まれた方について

は補正で対応すると、こういう答弁だというふうに私は理解をしとりますが、もしそれ

が誤りだというなら、後ほどの答弁で訂正がいただきたいということと、もう一つは、

引き続き私は国民の関心、住民の関心というのは、耐震の問題、あるいは自然エネルギ

ーの活用の問題、きょうのニュースでもありましたように、イタリアは国民投票ですよ

ね。国民投票で投票率が５０％を上回らなければ判断しちゃいかんという状況の中で、

５０％を上回る投票率で国民の９４％が「原発ノー」と、こういう判断をして、自然エ

ネルギーへの転換と、こういうのが世界的な流れの中で、こうしたことも含めて、先ほ

ど申し上げたように、耐震や自然エネルギーの関心度が強まるということで、国の補助

が終了しても引き続き私は住民の関心というのは極めて高いということと、国の補助が

終わりましたからレベルダウンと、メルトダウンじゃなくてな、レベルダウンしてやっ

ていくようになったら、これはまたどういう町の行政だということになるんで、少なく

とも９０万円、私はこれは少ねえなと思うんだわな。足らんから、１２０万円出しとる

わけだ。それは今ここで議論するつもりはございませんが、少なくとも今の９０万円の

水準を引き続き維持をすると。引き続き維持をするということは、来年度の予算の中で

もそういう施策を貫いていただきたいと、こういうことで、これは町長に答弁をいただ

きますが、来年度の予算編成と施策の中でも引き続き今日の９０万円という水準を維持

をして耐震化促進という形で町の政策推進をやっていただけるかどうか、そのお考えが
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あるかどうか、答弁がいただきたい。 

○議長（池田久男君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 今回補正をかけて徐々に耐震化をやってきているわけで、実際は、

全部であと４７件、それにつきましては、来年度も引き続きやっていく考えでおります。 

○議長（池田久男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） それは申し込みの関係の問題と、もう一つは改修の申し込みの前提

は、無料の耐震診断が前提ですよと。ですから、無料の耐震診断をして、１.０を下回

ったものについては補助対象ですよという形で今私なりに理解をすると、無料の耐震診

断を実施をされて、その中から１.０を下回って補助対象の改修をしようというのが４

７件ということですよね。 

   これからも、じゃあ例えば昭和５４年だとか、５５年の５月以前の建物があと４７件

で、耐震診断を済ませて、あと改修しなければならないのが４７件かと言ったら、そう

じゃないはずなんですよね。 

   それは、これからも引き続き無料の耐震診断を実施をし、そして９０万円という水準

を維持をした耐震改修事業をどうするかということが私のお伺いと町長に答弁を求めた

内容であります。 

   ですから、町長が今４７件ありますよと、これは来年度、予算の中でも引き続き予算

措置をしていきましょうと、こういうことですよね。 

   ですけれども、やっぱり先ほど申し上げたように、情勢は常に変化し発展をしていく、

幸田町があと４７件で、該当する機準日以前の建物で耐震改修をしなければならないと

いう、そんな件数ではないですよね。そんなの何千件とあるわけだ。 

   ということも含めて、この時点で４７件で終わりとするんじゃなくて、４７件を終わ

っても引き続き無料の耐震診断はあるわけです。おやりになったときに、もっと関心が

高まってきたときに、じゃあこれを今後どうするかということもあわせて町長の答弁が

いただきたい。 

○議長（池田久男君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 今後につきましては、今からの状況を見させていただきますけれ

ども、国・県等の補助、現在のところはそういう形でついているわけでありますけれど

も、全体的にどういう形で縮小されるかわかりませんけれども、状況を判断させていた

だきまして検討させていただきたいというふうに思います。 

○議長（池田久男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 情勢の推移を見て検討ということです。少なくとも、行政のレベル

ダウンということだけはなくしていただきたい。それは、行政の水準を維持をする。維

持をすることによって、住民の関心と意識が高まってくる。その意識の高まりに対して、

行政がレベルダウンして、いや、もう補助終わっちゃったもんねということじゃなくて、

引き続き行政水準は維持をしていくというようなことで、その判断の基準をそこに置い

ていただきたいなということを申し上げて、次に移ります。 

   災害備蓄、資機材の関係につきましては、裏に、本日示されました関係でわかるわけ

ですが、ただ土のうの寄附採納の関係を除きますと６品目です。６品目が支援対象の備
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蓄品として支援をされたということですが、ここにも参考単価と書いてあります。きょ

ういただいた資料だけなんで、すぐはじき出しはできないわけですけれども、この６品

目でトータルでお幾ら支援されたわけですか。 

○議長（池田久男君） 消防長。 

○消防長（近藤 弘君） ちょっと聞き取れないところがありまして、申しわけございませ

ん。送らせて、拠出した部分は、今の土のうを抜きますと、食料の関係で山菜おこわと。 

○議長（池田久男君） 次長兼予防防災課長。 

○消防次長兼予防防災課長（黒野英男君） 土のうの件について、おおよそ１９万円であり

ますので、その引いた分で８９０万円です。 

   以上です。 

○議長（池田久男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） ですから、６品目ですよね。土のうを除けば単価は出とるわけです

から、これは先ほど申し上げたように、時間がないので、掛け算すれば出るわけですが、

６品目については、８９０万円が東日本大震災の支援の明細だと、こういうことですね。

間違いないか。 

○議長（池田久男君） 消防長。 

○消防長（近藤 弘君） 済みません、ちょっと聞き取れなくて申しわけございません。 

   今回の９００万円のうち送らせていただきましたのは、さっき言いました発電機５５

０万円と、ファミリールーム等々抜いた数でございますので、実質３５０万円でありま

す。申しわけございません、９００万円の内訳につきましては。 

○議長（池田久男君） 次長兼予防防災課長。 

○消防次長兼予防防災課長（黒野英男君） 先ほど言いましたように、土のうについては１

９万円ぐらいですので、８８０万円です。 

○議長（池田久男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 土のう、土のうと言うもんだ、袋に詰めてほかしちゃうぞ。土のう

は計算外でしょうと言っとるわけだ。あなた、資料の中でも寄附採納がされておるから、

寄附採納がされて、数量的には８,０００袋だと。それを計算しとるのか。その計算を

して、この中に、消耗品費と食料品、合わせて３５０万の補正だわ。これとリンクしと

るのかと言ったら、あなた方は何を考えとるのかなと思うんですよね。 

   だから、備蓄品を支援物資として６品目、土のうもだとわーわー言うなら、土のうも

入れて７品目だ。７品目を被災地に支援として送りましたよと。そのうちの６品目は、

今度の予算で３５０万、それぞれ分類をしながら分けたよと、こういうことなんで、じ

ゃあそうしたときに、右から左へ移した、そのことによって穴のあいた部分でしかやら

んかったよということなんだわな。 

   だから、あなた方自身が備品や備蓄品をどう補充をしながら計画的に拡充していくの

かという視点・観点はございませんねということの確認なんだわ。土のうにこだわっち

ゃいかん。土のうの話は外に行ってから。ということで、その確認だけやっておきます。 

○議長（池田久男君） 消防長。 

○消防長（近藤 弘君） 済みませんでした。 
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   水防関係につきましては、寄附採納がございましたが、今度ともこれにこだわらず、

もし必要物品等、今後、防災会議等々で見直された場合は、当然、公費にて備蓄整備を

していくつもりであります。 

   以上です。 

○議長（池田久男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） したたかと言うのか、相手の根負けを待つ答弁をされておられるの

かようわからん。ようわからんけれども、これ以上やっていくと、私が精神的にまいっ

ちゃうもんで、嫌だ。嫌だけれども、ここで放り投げちゃうと、消防長のつくった落と

し穴に入っていっちゃうもんで、そう簡単に入るかということですが、要は、ここで申

し上げたいのは、既に通告の中でも申し上げているように、資料の提出として、東日本

大震災支援の備蓄品、資機材の支援の明細と購入時期の明細ということを申し上げてお

るし、またそういう中の答弁もあったということですが、どうも理解ができんなという

ことで、たまたま総務委員会に付託をされる案件でもございます。歳入と消防の関係は

な。もう少し微に入り細に入りお聞きをしていくということを申し上げて、そうした中

で、バルーン型の関係につきましては、この発電機の性能諸元というのがありますよね。

ここで今どうだこうだと言っていても始まらへんもんだ。または、ちゃぬき畑入ってい

って議論するようなことはどうもならんので、総務委員会までにそのカタログがありま

すわね、購入したからには。ですから、発電機と投光機、それにかかわるカタログを資

料として用意していただけるかどうか、答弁を求めます。 

○議長（池田久男君） 消防長。 

○消防長（近藤 弘君） 総務委員会までに、今言われた件の発電機と投光機のカタログ、

明細等を準備いたします。 

○議長（池田久男君） １４番、伊藤宗次君の質疑は終わりました。 

   次に、９番、水野千代子君の質疑を許します。 

   ９番、水野千代子君。 

○９番（水野千代子君） 今回の補正ですが、３月１１日の東日本大震災での大地震が起き

ましての教訓から、耐震の改修が一挙に本町でも進んだという補正でございます。今回

は１８件ということでございます。もし１８件以上に今年度も進むようだったら、補正

というものも考えていくということで、本会議等で言われ、また今も確認をさせていた

だきました。 

   そして、今、部長のほうから、これについての周知、宣伝も行っていきたいというこ

とも言われたところでありますが、宣伝をどのようにされていく予定であるのかという

ことをお聞かせを願いたいと思います。 

○議長（池田久男君） 建設部長。 

○建設部長（鈴木富雄君） １８件について、今年度の補正で、単独で行うということで、

ただし年度内に工事が完了するものということでお願いしたいと思います。 

   今後の周知でございますが、実は９月補正と言うと、もう直ちに宣伝に入らないとい

けないということで、一番効果があるということで、ダイレクトメール、今、耐震診断

を行った方で改修を必要とする方にすべてメールを発送して対応をしたいと、７月上旬
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ぐらいには対応をして、把握をし、年度内完了でいければいいんですが、できないもの

については、来年度の当初予算に反映するというお願いで対応していきたいと思います。 

○議長（池田久男君） ９番、水野君。 

○９番（水野千代子君） 今回、そういう予定でやられるということで、１８件は既に決ま

っているようでございますが、そのほかにも相談の電話だとか、そういうものが現実あ

ったかどうかということをお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（池田久男君） 建設部長。 

○建設部長（鈴木富雄君） ３０万円上乗せの募集については、３月７日から３月２５日と

いう期間で、年度末ということで、非常に住民の方にとっては短い期間であったという

ことで、申込期限が切れてから４件ほど相談がございました。申し込みではなくて、当

面は相談ですが、今後、そういう方もまだまだふえるというふうに思いますので、電話

については把握をしていませんが、対応をしていきたいというふうに思っています。 

○議長（池田久男君） ９番、水野君。 

○９番（水野千代子君） 私も町のホームページを見させていただいて、この住宅耐震改修

費補助のものを読ませていただきました。その中では、本当に文章がつらつらつらっと

並んでいるだけで、本当に住民の方があれを読んだだけではなかなか理解しがたいもの

がございました。 

   他市町のところを、やはり同じような住宅耐震改修費補助というところをあけてみま

して、見させていただきました。そしたら、流れがしっかりとした文書だけではなくて、

図にあらわされてホームページに載せてありました。それを見るからには、本当にわか

りやすく載せてありました。 

   例えばこれは春日井市でございますが、もう既に先着済み、もう終わったものでござ

いますが、このように住宅耐震改修がこのようにありますよと、お金も６０万ですよと

いう。それと、あと４ページ目ぐらいになりますと、補助の流れですね、受ける流れ、

こういうふうに電話したら、無料耐震をやって、こういうふうにオーケーが出て、こう

いうふうに改修をしたいということが全部載っているんですね、図になって。これを見

ると、本当に安心して耐震改修をやろうかなという住民の方がなられるのではないかな

というふうに思います。 

   例えば、文書だけではなかなか理解しがたいんですね。そういうことからすれば、し

っかりとした相談窓口で電話対応も結構ですが、やはりこういうものを住民サービスと

してやっていただけるかどうかということをお聞きをしたいと思います。 

○議長（池田久男君） 建設部長。 

○建設部長（鈴木富雄君） 宣伝のもう一つの重要な宣伝方法ということで、ホームページ、

ぜひ春日井市を見て、見直しをしていきたいというふうに思います。 

○議長（池田久男君） ９番、水野君。 

○９番（水野千代子君） よろしくお願いしたいと思います。 

   それから、災害対策費でございます。 

   今回は９００万円の補正でございます。その中で消耗品費が１００万円、食料費が２

５０万円、機械器具購入費で５５０万円が補正をされております。 
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   この中で、消耗品費でございますが、ブルーシートとか間仕切り、ろうそく等がある

わけでございます。その中で、砂のうは寄附ということで載っております。予算には、

この中のお金には入っていないかというふうに思いますが、砂のうの使い方について若

干お聞かせを願いたいというふうに思います。 

   この一覧で見ますと、砂のうの備蓄のほうは、各小学校のほうには１枚もございませ

ん。これがどうしてかということと、やはりこの備蓄の倉庫の中にも、小学校の中にも、

私は土のうの袋もきちんと入れていただいたほうが、これは小学校だけの利用だけでは

なくて、小学校の近隣も、学区内のところにもすぐ持っていけるのではないかなという

ふうに思いますし、また土のうに袋だけではなくて、やはり緊急のときには土を入れる

のもかなり時間がかかるんですね。そういうことから言いますと、ある程度の土のうに

砂を入れて、本町であるならば、水害のときにはどこか土のうが必要かという箇所は大

分ほとんどわかっているかというふうに思いますので、それの対応が瞬時にできるよう

な私はこの土のうの使い方をしていただきたいというふうに思うわけであります。 

   それから、今回、新しくバルーン型の発電機を買うという、投光機、あんどん型のラ

イトを買うということでございますが、ある程度の明るさ等とか個数だとかは、今聞か

せていただきました。 

   私もいろいろインターネットで見たわけでありますが、なかなかこれのどのようなも

のを買うかというものがイメージができませんでした。しかし、また委員会のほうで出

されるということでありますので、後から見させていただきたいというふうに思ってお

ります。 

   先ほど、消防長のほうからイベントの貸し出し等にも使っていきたい、メンテナンス

は消防本部できちんと対応するということでございますが、貸し出しのイベントはどの

ようなイベントで使えるのかなと想像ができないわけでありますが、大きさ等はどのぐ

らいなのか、また大人１人で運べるぐらいの重さであるのかということも、わかってい

る範囲で結構ですので、お聞かせを願いたいと思います。 

○議長（池田久男君） 消防長。 

○消防長（近藤 弘君） それでは、土のうの件について、まずお答えします。 

   各小学校には、この表でいきますと、ありません。今後、十分対応していくつもりで

ございますが、土のう袋だけではなくて、今言われておるのは土の入った土のうそのも

のかと思われます。土のうにあっては、消防署には６００から７００ほど、それから各

分団にも詰所に土のう、土の入ったのは、２００から３００、８カ所置いてございます。

そういったことと、ただの土のう袋はここに書いたとおりの置き方になっておりますの

で、各小学校には、今後も検討して、置けるような形をとりたいと思っています。実際、

土のう、土が入ったものでないと、非常につくってから設置というまでには時間がかか

りますので、言われるとおり、土の入った形を想定して今後も対応していきたいと思い

ます。 

   それから、アドバルーン型でございますが、貸し出し等々、十分考慮していくという

ことでお答えさせていただきました。先ほども言いましたとおり、しまいっ放しですと

余りよくない状態もありますし、高価なものですので、大いに使っていける形を、先ほ
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ど答弁させていただいたように、やっていきたいと思います。 

   それから、大きさにつきましては、総重量は、アドバルーンそのものは２３.何キロ

ぐらいですが、バッテリーが１００キロぐらいということでありますので、アドバルー

ンそのものは二手に分かれて、また今度、総務委員会で御説明、資料等は提出させてい

ただきますが、１人で２袋の運びができるものであります。高さにしては、アドバルー

ンそのものの高さは３メートルか４メートルぐらい、伸ばしてですが、そして頂上のほ

うが膨らんできて投光機が光ると、そしてアドバルーンはちょうちん型ですので、ぼや

っとして見えるような形になります。 

   ただ、発電機のほうが約１００キロありますので、それの搬送は難しいかと思います

が、いずれにしてもアドバルーンは１人で搬送できますが、発電機のほうは２人ほどで

移動等はする形になるかと思います。 

   詳細等は、また総務委員会のほうで、アドバルーンの大きさの規格、バッテリーの規

格等々は御報告しますので、よろしくお願いいたします。 

   以上です。 

○議長（池田久男君） ９番、水野君。 

○９番（水野千代子君） 今度、この備蓄品等につきましても、国だとか県の防災計画の見

直しによって大幅に備蓄品も今後もふえてくるのではないかなというふうに思います。 

   国とか県の防災計画の見直しを待つのではなく、本会議等でもございましたが、やは

り町独自の考え方で、この備蓄品等もこういうものも備蓄をしていきたいということも

町としてしっかりとお考えの上で国とか県の整合性を持っていっていただきたいという

ふうに思います。 

   それから、最後の要望でございますが、一般質問でも要望いたしました。やはり食料

費の２５０万円の中でも、今回も非常食ということで、今回は山菜おこわと五目の御飯

を向こうに持っていったということでございますが、今後とも食物アレルギー等に対応

できるようなしっかりとした備蓄も今後計画をしていっていただきたいと同時に、やは

り流通の協定、なかなか対象の人数が全体から言えば少ないかもしれませんが、やはり

いざとなったときには必ず必要ですし、それがないために命を落とすようなことがあっ

てもいけませんので、その流通の協定を結べたところで、このような食物アレルギー食

を備蓄できるような業者と協定を結んで、必要なときに必要な分だけが流通をしていた

だけるような、そういう協定等も今後しっかりと考えていっていただきたいというふう

に要望させていただきます。 

○議長（池田久男君） 消防長。 

○消防長（近藤 弘君） 今言われた件、重々おさめてやっていきたいと思います。 

   流出備蓄等々も考えまして、特に食料に関しては、どうしても期限等々が短こうござ

いますので、いわゆる今言われるような形の備蓄が最高の形になってくるかと思います。

こういった件につきましては、今後、先ほども言われましたが、国・県等の防災計画の

見直しを見守りながら幸田町の防災会議を実施し、その中に、防災計画の中で、今言わ

れた件等々、いろんな形があるかと思います。 

   人数の見直しから備蓄の見方、備蓄物資の形がいろいろ変わってくるかと思います。
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そういうのを勘案して、なおかつ町独自でまた事前に進めるべきものは進めるというよ

うな形で把握してやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

   以上です。 

○議長（池田久男君） ９番、水野千代子君の質疑は終わりました。 

   次に、１３番、丸山千代子君の質疑を許します。 

   １３番、丸山千代子君。 

○13番（丸山千代子君） 一般質問でも発言をいたしましたけれども、民間木造住宅の耐震

改修については、非常に住民の皆さんの今関心が高い、この時期に、やはりそれと同時

に３連動型の巨大地震が３０年以内に８７％と、こういうような予測もされていること

から、非常にこの関心も高まっているところであります。 

   そうした点で、この災害から住民の命と財産を守る、その耐震化というのは、耐震化

をすることによって防ぐことができるという、災害から身を守ることができる、この取

り組みになるわけでございます。 

   今現在、年度末の国の緊急３０万上乗せによって、非常に住民の皆さんの申し込みが

殺到したということから、改めて補正を組みながら対応されているところでございます

けれども、ほかの自治体を見ますと、こうした耐震改修補助は、自治体独自の上乗せと

いうものもされております。そうした中で、設計費の補助というものがございます。で

すから、そうしたこの９０万プラス設計費を見込んで１００万という形の中で増額がで

きないかということでございます。 

   やはり、耐震化を図るためには、１.０を目指していく、その設計というものも必要

になってまいりますし、そうした点で、やはりこの設計費の補助というものも必要では

なかろうかというふうに思います。そうした点で、ぜひ増額を図るべきではないかとい

うふうに思います。 

○議長（池田久男君） 建設部長。 

○建設部長（鈴木富雄君） 耐震の改修の上乗せで３０万、要は９０万で今回１８件、６件

分については、すべて単独ということで行っています。 

   さらに、今回、今議員言われるように、他市町の状況で設計等が見てあるということ

で、さらに引き上げ、１００万円にしたらというようなことですが、現実には、今、耐

震改修で県下の状況で一番高いのが田原市の１３０万円、続いて刈谷市１００万円、安

城市８５万ということで、６０万円以上が１０市１町で、県下大半がまだ６０万円。こ

の６０万円の中でも、大半が今９０万円になったよということで、先ほどの答弁にもあ

りましたように、今後は９０万円を堅持したいという方向にはなると思います。 

   そういう点で、さらに引き上げるには、まだこの９０万円にしたところでもございま

すので、現行で御理解をお願いしたいというふうに思います。 

○議長（池田久男君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 耐震改修をするに当たって、それぞれの家屋の条件等もございま

すけれども、しかし平均の耐震改修費用と、それから平均の設計費というのは幾らぐら

いでしょうか。 

○議長（池田久男君） 建設部長。 
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○建設部長（鈴木富雄君） 最近の平成２１年が２件、平成２３年が３件ですけれども、１

件２３０万円ぐらいだと思います。その中に設計費用もすべて入っていますので、設計

費だけの幾らというのはちょっとわかりませんので、よろしくお願いします。 

○議長（池田久男君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） それぞれの業者によって、見積もり等も出しながら、そして実施

をするわけでありますけれども、この設計費を含んだということは、やはりこれは各自

治体が耐震化を促進をする、そのために国の６０万という中で、さらにその自治体独自

の上乗せという形の中で設計費、見積もりを入れてくるということではなかったかなと

いうふうに思うわけでありますので、そういう点からすれば、やはりこれから考えてい

かなければならない、１件当たり２３０万、あるいは３００万とかかる中で、相当な金

額もかかるわけでありますので、相当思い切らないとなかなかできないと、それからま

た機会がなければ、リフォームするとか、そうした機会がなければ、合わせて耐震化は

できないというような、あちこちいじればほかのところもいじりたくなる。こういう状

況の中で、耐震だけの取り組みでは済まなくなってしまう、住宅改修というのはですね。

ですから、そうした点で、住民が利用しやすい制度にぜひしていっていただきたいとい

うふうに思います。 

   それから、備蓄品についてお尋ねしたいというふうに思います。 

   この備蓄品の充実というのは、これからおいおい東日本大震災の事例に基づきながら、

不足するものがそれぞれ出てくるというふうに思いますので、そうした点で、全国の事

例を見ながら充実に努めていっていただきたいということと、そして一般への普及です

ね。自治体で充実するのは、それは当然でありますけれども、やはり最低限のこうした

非常持ち出し袋のようなものをやはり備えながら、そして対応していくという、そうし

た一般家庭への普及というものも、これから災害対策の観点から、ぜひ取り組んでいか

なければならないものでございます。 

   そうした点で、以前、阪神・淡路大震災が起こったときのその後の取り組みの中で、

非常持ち出し袋は町の方で普及をするということで質問がございました。それで、その

ときの町長が、ぜひそうした取り組みもしていきたいと、町のほうで貸与する、そうい

うような方向性も検討していくというようなことを言われたわけでございますけれども、

その後、時が過ぎて今日に至っております。 

   改めまして、やはりこうした必要最低限のものについては、住民でもそれぞれ各自宅

で取り組みをする、そういう普及もやっていくべきではなかろうかなというふうに思い

ます。そして、最低限どれだけが必要かという、そうした防災アドバイザーという方た

ちもいらっしゃるわけでございますので、そういう取り組みもぜひ行っていただきたい

というふうに思います。そうした考え方はどうでしょうか。 

○議長（池田久男君） 消防長。 

○消防長（近藤 弘君） 今言われたとおり、国・県の今後の動きを見て、充実させていく

つもりでございます。 

   そして、阪神・淡路大震災のときに、私はちょっと記憶はございませんが、町として、

一般的に住民の方々も持っておるべきものは必要という、一般的な住民が持つべきもの
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のことについて町で検討していくというような形を答えたかと今言われました。 

   それ以後、当然、自助・共助・互助・公助ですか、そういった形の中で検討はなされ

てきたわけですが、基本的には、ある程度身の回りのものだとか、一般的に売られてお

る防災用品のようなものは、各個人で設置されていく形のほうがよいかなというふうに

は聞いております。 

   そういう面も含めまして、今度の東日本大震災も踏まえまして、そういった形の阪

神・淡路大震災以後の考え方と今後の考え方を総合的に勘案して、今言われるアドバイ

ザー等々も検討して、いろんな形で幅広い範囲で意見を聞いて、町は町としてある程度

計画の中に反映していきたいとは思っています。 

   若干、阪神・淡路大震災以後の取り組みについては、検討が長引いておるかもしれま

せんが、現況にあっては、当時、検討させていただく形がいまだに続いておるかと思い

ます。 

   今後は、今の意見も踏まえまして、秋に行われる防災会議、国・県が示された後の防

災計画と、今から進めておりますいろんな形の備蓄品等々も踏まえて、すべてのものを

洗い出ししていくつもりです。 

   以上です。 

○議長（池田久男君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 今、消防長の回答がちょっとどういうことかというのが余りよく

わからないと思いましたので、本来は、今、防災グッズというのは非常にたくさん出て

おります。町がこういう形のものがいいだろうということで全員の世帯に配ったとして

も、やはりその世帯、その世帯で、非常持ち出しに何を持って出るのかと、そういうも

のというのは、非常に各所、皆、違うと思うのです。 

   そういう防災グッズの中については、とにかく自分の命といいますか、自分のものは

自分で守っていくという基本概念を、それを徹底していきたいなというふうに思ってお

ります。そこには、水をどれだけ持つだとか、いろんなもののそういう基本項目的なも

のはＰＲをしながら考えさせていただきたいというふうに思っております。 

○議長（池田久男君） １３番、丸山千代子君の質疑は終わりました。 

   以上で、第３１号議案の質疑を打ち切ります。 

   これをもって、質疑を終結いたします。 

   ここで、委員会付託についてお諮りいたします。 

   ただいま一括議題となっています第２７号議案から第３１号議案を、会議規則第３９

条の規定により、お手元に印刷配付の議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会

に付託いたします。 

   各常任委員長は、ただいま付託いたしました議案の審議結果を来る６月２２日までに

作成し、６月２３日の本会議で報告願います。 

   委員会の会議場は、お手元に印刷配付のとおりでありますので、よろしくお願いいた

します。 

   以上をもって、本日の日程は終わりました。 

   次回は、６月２３日木曜日午前９時から会議を再開いたしますので、よろしくお願い
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いたします。 

   本日は、これにて散会いたします。 

   御苦労さまでした。 

                             散会 午後 ２時３７分 
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   地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する 

             平成２３年６月１４日 

 

                    議  長   池 田 久 男 

 

 

                    議  員   水 野 千代子 

 

  

                    議  員   夏 目 一 成  
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